
全
-
け
久
局
、
。
ル

第
二
十
三
巻
第
三
鵠
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
遊
行

春

秋

公

羊

撃

の

倫

理

思

想

|
|
判

断

方

式

イコ

し、

日

原

園

利

t主

1 -

じ

め

行
震
の
善
悪
を
論
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
見
方
が
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
震
を
な
し
た
か
、
す
な
わ
ち
行
震
の
動
機
や

意
闘
を
重
覗
す
る
立
場
と
、
い
か
な
る
行
局
が
な
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
行
震
の
事
貫
や
他
に
及
ぼ
す
影
響
を
主
た
る
封
象
と
し
て
判
断
す
る

立
場
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
遺
徳
法
則
に
封
し
て
、
行
矯
の
動
機
が
合
致
す
べ
き
か
結
果
が
合
致
す
べ
き
か
の
問
題
で
あ
り
、
動
機
論
と
結
果
論

の
封
立
で
あ
る
。
む
ろ
ん
動
機
と
結
果
は
、
倫
理
撃
的
に
は
、
行
震
の
二
契
機
と
し
て
二
而
不
二
の
癖
霊
法
的
関
係
に
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
が
、
道
徳
的
債
値
判
断
に
お
い
て
、
行
矯
者
の
心
的
態
度
を
よ
り
重
視
す
る
立
場
と
、
行
矯
の
外
的
事
貫
一
を
よ
り
重
視
す
る
立
場
と

に
分
け
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

237 

二
つ
の
立
場
の
問
題
は
、
刑
法
理
論
に
も
見
ら
れ
る
。
主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
封
立
で
あ
る
。

一
定
の
行
矯
(
犯
罪
)
を
原
因
と
し
て
、
行
矯
者
(
犯
罪
人
)
に
科
せ
ら
れ
る
制
裁
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
科
刑
の
根
擦
を
い
ず

刑
罰
は
、
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れ
に
求
め
る
か
。
犯
罪
人
の
動
機
な
い
し
内
的
意
思
(
主
観
的
心
情
)
に
求
め
る
の
が
主
観
主
義
で
あ
り
、
犯
罪
の
外
部
的
事
貰
な
い
し
そ
れ
に

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
貨
害

(客
観
的
事
従
)
に
求
め
る

の
が
客
観
主
義
で
あ
る。

雨
者
の
封
立
は
、
し

ょ
せ
ん
、
刑
罰
的
評
債
の
中
心
を
犯
罪
意

思
(
行
内
局
者
の
心
意
)
に
お
く
か
、
犯
罪
事
貰
(
行
局
の
結
果
〉
に
お
く
か
の
問
題
で
あ
り
、
道
徳
的
評
慣
に
お
け
る
動
機
主
義
と
結
果
主
義
の
封

立
と
密
接
不
可
分
の
開
係
に
あ
る
、

と
云
え
よ
う
。

右
の
よ
う
な
二
つ
の
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
春
秋
公
羊
撃
の
判
断
方
式
は
、

そ
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。

機
主
義
で
あ
る
、

公
羊
撃
は
、
行
局
の
結
果
を
論
う
こ
と
な
く
そ
の
動
機
を
追
究
し
、
外
的
事
貨
を
閑
却
し
て
内
部
心
意
の
み
を
問
題
視
す
る
、
徹
底
し
た
勤

行
局
(
犯
罪
)
の
刑
罰
的
評
慣
に
お
い
て
主
観
主
義

と
考
え
ら
れ
る。

行
局
の
道
徳
的
一
幹
慣
が
動
機
主
義
で
あ
る
な
ら
ば

と
な
る
の
は
、

理
の
首
然
で
あ
ろ
う
。

伴
、
隠
元
何
休
注
)
で
あ
る
。

荷受

た
ず

「原
心
定
罪
」
|
|
心
を
原
ね
て
罪
を
定
む
|

|

(
漢
書
王
嘉
停
・
辞
宜
伸
、

「
事
を
諒
せ
ず
し
て
意
を
訴
す
」
(
定
十
三
何
休
注
)
、

後
漢
昔
前
出
制

- 2一

公
羊
翠
の
論
断
は

一
言
以
て
こ
れ
を
蔽
え
ば

あ
る
い
は

「
情
を
原
ね
て
過
ち
を
定
め
、
事
を

赦
し
て
意
を
談
す

(
後
漢
書
密
議
山内
)、
ま
た
「
心
を
論
じ
て
罪
を
定
む
」

を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
(
繁
銭
玉
杯
)
、
主
翻
主
義
の
典
型
と
い
う
も
過
言
で
な
か
ろ
う
。

(
脳

m
鍛
論
刑
徳
)
と
云
わ
れ
る
公
羊
撃
の
そ
れ
は

内
的
心
意
の
み

公
羊
撃
の
論
断
は
、
徹
底
し
た
動
機
主
義

・
主
観
主
義
で
あ
る
、

「
漢
代
の
刑
罰
に

お
け
る
主
観
主
義
」

と
の
理
解
に
た
つ
私
は
、

一
九
六

O
年

一
O
月

法
制
史
間
半
舎
に

お
レ
て

(草
稿
は
愛
知
間
半
袈
大
撃
研
究
報
告

〔人
文
科
皐
〕
十
一
に
収
載
)
と
題
す
る
護
表
の
際
、
こ

の
貼
に
言
及
し
、

曾
員
諸
賢
の
批
判
を
仰
い
だ
。
首
日
、
私
の
護
表
に
謝
し
て
鋭
く
御
教
正
く
だ
さ

っ
た
一
人
は
、
東
京
大
撃
の
仁
井
田
陸
博
士
で
あ
る
。
隠
士

一
九
六
一
年
十
一
月
、
東
洋
史
談
話
曾
の
御
謹
表
に
て
、
「
中
園
古
刑
法
、
こ
と
に
春
秋
公
羊
撃
の
刑
法
理
論
」
と
題
し
て
、
改
め
て
こ

土の
問
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
私
の
春
秋
解
稗
を
き
び
し
く
反
論
せ
ら
れ
た
。

仁
井
田
博
士
の
御
高
見
に
よ
る
と
、

貼
と
し
て

ω犯
罪
人
の
意
欲

(放
怠
過
失
そ
の
他
、
内
心
の
理
由
)
を
終
盤
的
に
取
上
げ
て
い

る
」
(
東
洋
史
談
話
曾
の
際
、
配
布
さ
れ
た
護
表
論
文
要
旨

「
漢
代
公
羊
懇
で
は

ω第
一
次
的
に
現
-
W
A

の
個
々
の
犯
罪
行
震
と
結
果
に
基
礎
を
お
き
、

そ
こ
を
立
脚



に
よ
る
)
と
。
ま
た
「
春
秋
公
羊
撃
の
刑
法
理
論
は
、

た
と
え
客
観
主
義
の
立
場
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
も
|
|
あ
る
場
合
、

す
る
こ
と
と
し
て
い
た
貼
か
ら
み
て
1
ー
そ
の
客
観
主
義
は
極
端
な
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
行
震

を
行
矯
者
の
悪
性
の
徴
表
と
し
て
の
み
見
ょ
う
と
す
る
意
味
で
の
主
観
主
義
(
徴
表
主
義
・
犯
罪
徴
表
設
〉
の
立
場
を
も

っ
た
も
の
で
も
な
か

っ

務
備
陰
謀
を
罰

た
と
思
わ
れ
る
。
公
羊
撃
の
理
論
に
は
犯
罪
行
局
に
現
質
的
意
味
を
認
め
て
い
る
貼
で
は
客
翻
主
義
的
傾
向
が
あ
る
。
内
部
的
心
意
を
重
ん
じ

そ
の
貼
を
直
ち
に
客
観
主
義
の
否
定
の
根
操
と
は
で
き
な
い
」

て
い
た
貼
は
見
の
が
せ
な
い
が
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て、

(
仁
井
町
陸
博

士
「
中
国
法
制
史
研
究
」

W

〔
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
〕
六
一
八
・
六
一
九
頁
l
東
京
大
串
出
版
曾
〉
と
。
す
な
わ
ち
、
公
羊
理
論
は
、
行
馬
事
賞
を
無
視

し
て
内
部
心
意
の
み
を
問
題
と
す
る
主
観
主
義
で
あ
る
、
と
の
私
の
解
明
伸
に
謝
し
て
、
博
士
は
、
行
矯
事
買
と
内
部
心
意
の
雨
者
を
重
覗
し
て

い
る
と
解
せ
ら
れ
、

い
ず
れ
か
と
云
え
ば
、
客
観
主
義
の
立
場
を
と
ら
れ
る
。

事
舎
で
博
士
の
御
批
判
を
拝
聴
し
、
そ
の
後
御
高
著
を
拝
頭
し
て
、
私
は
多
く
を
教
え
ら
れ
、
感
謝
に
た
え
な
い
。
私
の
拙
劣
な
表
現
と
粗

-3-

漏
な
論
旨
が
、
博
士
を
し
て
私
の
意
見
を
誤
解
せ
し
め
、

ま
た
、
法
理
論
に
無
知
の
私
が
、
博
士
の
御
高
見
を
曲
解
し
た
非
鵡
も
あ
る
か
と
懸

念
す
る
。
が
、
そ
の
貼
を
考
慮
に
い
れ
で
も
、
な
お
か
っ
、
公
羊
撃
の
基
本
的
な
理
解
に
お
い
て
、
か
な
り
の
運
庭
の
存
す
る
こ
と
を
否
め
な

ぃ
。
そ
れ
で
、
今
回
、
改
め
て
公
羊
撃
の
判
断
方
式
に
つ
い
て
私
の
解
樺
を
ま
と
め
、
博
士
の
御
批
判
に
お
答
え
す
る
と
と
も
に
、
諸
賢
の
御

叱
正
を
仰
ぎ
た
い
、
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

• 

周
知
の
と
お
り
、

『
春
秋
」

は
魯
の
際
公
元
年
Q
M
M
回・
(
U

・)
か
ら
京
公
十
四
年
主
∞
同
国
・
。
・
)
に
至
る
、

十
二
公
・

二
百
四
十
二
年
間
の

国
家
的
大
事
を
編
年
的
に
記
し
た
も
の
で
、

い
わ
ば
魯
の
政
治
上
の
公
式
記
録
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
孔
子
と
は
何
の
閥
係
も
な
く
、

初
-

過

ご

}

込

手
J

、刀
チ
'
ム
μ

魯
の
歴
史
書
に
す
ぎ
な
い
。

239 

し
か
し
、
こ
れ
(
原
春
秋
〉
に
、
孔
子
が
濁
自
の
理
念
と
周
到
な
論
理
と
を
も
っ
て
筆
耐
を
加
え
た
、
春
秋
に
は
孔

子
の
精
神
(
微
言
大
義
)
が
寓
さ
れ
て
い
る
、
と
の
粧
撃
的
認
識
を
前
提
と
し
て
春
秋
壌
が
成
り
立
つ
。
従
っ
て
、
春
秋
は
軍
な
る
歴
史
的
事
質
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の
記
録
で
は
な
く
、
事
貰
を
素
材
と
し
て
理
念
を
説
い
た
霊
園
と
さ
れ
る
。

と
の
春
秋
観
は
、
す
べ
て
の
吐
命
同
事
象
に
安
富
す
る
判
断
の
根
本
原
理
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
春
秋
を
慣
値
づ
け
る
、
経
率
的
解
穫
の
所
産

あ
ま
ね

「
人
道
決
く
、
王
道
備
わ
る
」
、
「
高
物
の
散
楽
、
皆
こ
こ
に
在
り
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

春
秋
に
寓
せ
ら
れ
た
孔
子
の
精
神
(
春
秋
の
義
)
が
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
を
解
明
せ
ん
と
す
る
の
が
春
秋
撃
で
あ
る。

春
秋
思
f
H春
秩
解

理
撃
に
二
つ
の
方
法
が
現
わ
れ
た
。
記
録
さ
れ
た
事
貰
に
託
さ
れ
た
内
在
的
意
味
を
、

よ
り
純
理
的
に
究
明
す
る
方
向
と
、
記
鍛
さ
れ
た
事
貰

と
そ
れ
に
閥
速
す
る
史
質
を
通
し
て
、

よ
り
歴
史
的
に
究
明
し
て
ゆ
く
方
向
と
で
あ
る。

純
理
的

・
哲
率
的
な
方
向
を
代
表
す
る
の
が
、
公
羊

撃
(
今
文
翠
)
で
あ
り
、
歴
史
的

・
質
謹
的
な
方
向
を
選
ん
だ
の
が
左
氏
率
(
古
文
撃
)
で
あ
る
。

左
氏
撃
の
撃
界
へ
の
登
場
は
、
公
羊
撃
よ
り

か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
が
:
:
:
。

公
羊
撃
者
に
よ
る
と
、
春
秋
は
「
嫌
疑
を
別
ち
、
是
非
を
明
ら
か
に
し
、
猶
濠
を
定
め
、
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
し
、
賢
を
賢
と
し
不
侍
を

践
し
む
」
、
す
ぐ
れ
て
「
論
断
の
書
」
で
あ
一る。

し
か
も
そ
れ
は
、
「
善
は
小
な
れ
ど
も
翠
げ
ざ
る
な
く
、
惑
は
小
な
れ
ど
も
去
ら
ざ
る
な
く
」、

コ
宅
毛
の
善
を
采
り
、
織
介
の
悪
を
反
す
る
」
き
び
し
く
道
徳
的
な
判
断
で
あ
る
。
春
秋
が

「
瞳
義
の
大
宗
」
と
一
玄
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

- 4-

と
の
認
識
は
春
秋
撃
に
共
通
す
る。

だ
が
春
秋
解
稗
の
純
理
汲
H
公
羊
撃
に
あ

っ
て
は
、
春
秋
は

「
事
を
か
り
て
義
を
張

っ
た
も
の
」
と
の
前
提
が
特
に
強
く
意
識
さ
れ
、
事
|
事
質
ー
を
無
視
し
て
、

そ
の
背
後
に
潜
在
す
る
義

春
秩
は
事
貨
を
媒
介
と
し
た
理
念
の
書
、

い
ち
ず
に
、

議
血
管
褒
毘

・
是
非
善
悪
の
判
断
に
お
い
て
、
殊
に
尖
鋭
的
に
、 し

か
も
、
春
秋
は

「
義
を
重
ん
じ
て
事
を
重
ん
ぜ
ず
」
と
の
公
羊
撃
の
主
張
は
、

か
つ
集
約
的
に
現
わ
れ
る
。
私
が
、
春
秋
公
羊
撃
の
倫
理
思
想
と
し
て
、
ま
ず

ー
理
念
ー
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
、
強
烈
で
あ
る
。

判
断
方
式
を
と
り
あ
げ
る
所
以
で
あ
る
。

千
八
百
徐
僚
に
す
ぎ
な
い
春
秋
の
記
事
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
安
賞
す
る
判
断
原
理
を
寓
す
る
こ
と
が
、

い
か
に
し
て
可
能
で
あ

っ
た
か
。



そ
れ
は
一
に
か
か
っ
て
。
春
秋
の
筆
法
。
と
云
わ
れ
る
濁
特
の
書
法
に
よ
る
。
春
秋
(
原
春
秋
)
を
筆
剛
す
る
に
あ
た
っ
て
、
孔
子
は
巌
衝
な
表

現
法
則
を
設
定
し
、
そ
れ
を
数
寓
字
・
千
八
百
徐
僚
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
慎
重
に
適
用
し
た
。
一
字
・
一
句
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
、
一
字
・

一
句
の
用
法
に
さ
え
褒
庇
の
意
を
示
し
た
、
と
い
う
。
そ
れ
故
、
逆
に
、
春
秋
の
筆
法
を
分
析
す
れ
ば
、

そ
こ
に
寓
さ
れ
た

「
春
秋
の
義
」
が

解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

春
秋
経
文
は
、
〔
隠
公
〕
元
年
春
王
正
月
、

原
理
ー
を
刻
挟
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。

で
始
ま
る
。
私
は
、
こ
の
一
句
の
書
法
を
手
が
か
り
に
、
事

l
記
録

l
に
寓
さ
れ
た
義
!
判
断

春
秋
の
書
法
に
候
例
主
義
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

一
定
の
義
例
(
通
例
)
を
立
て
、
「
事
同
じ
け
れ
ば
鮮
を
同
じ
う
す
る
」

l
l同
一
性

い
ず
れ
も
「
元

格
の
事
項
は
必
ず
同
一
の
表
現
を
も
っ
て
記
録
す
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
十
二
公
の
記
事
(
経
文
〉
は
、

年
春
王
正
月
、
公
即
位
L

で
始
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
二
公
の
胃
頭
の
記
事
は
、

元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
、

元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
、

元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
、

元

年

春

王

正

月

、

元

年

春

王

正

月

、

公

即

位

、

元

年

春

王

正

月

、

元

年

春

王

、

元

年

春

王

正

月

、

公

即

位

、

元

年

春

王

正

月

、

公

即

位

、

一
見
し
て
明
ら
か
な
の
は
「
公
印
位
」
の
有
無
で
あ
る
。
定
公
を
別
扱
い
と
す
れ
ば
(
定
公
は
六
月
に
卸
位
す
。
「
正
月
」
の
な
い
の
は
卸
位
の
後
れ

た
た
め
|
定
元
停
・
注
)
、
他
の
諸
公
は
い
ず
れ
も
元
年
の
正
月
に
即
位
し
て
い
る
。
即
位
し
た
の
が
事
'
賀
で
あ
る
の
に
、
隠
公

・
荘
公
・
関
公
・

①
際
公

②
桓
公

⑦
宣
公

@
成
公

①
裏
公

⑩
昭
公

⑪
定
公

催
公
の
四
公
に
お
い
て
、
「
公
即
位
」
の
記
事
を
こ
と
さ
ら
除
去
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

春
秋
の
義
例
で
は
、
試
せ
ら
れ
た
君
を
縫
い
で
立
っ
た
場
合
に
は
、
元
年
正
月
に
卸
位
の
櫨
を
行
な

っ
て
も
、

①
荘
公

④
関
公

元
年
春
王
正
月
、

元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
、

元
年
春
王
正
月
、

@
倍
公

@
文
公

⑫
京
公
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「
公
卸
位
」
を
書
か
な
い
。

5 
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(賓
の
裏
公
に
試
さ
れ
た
桓
公
を
縫
い
だ
)
荘
公

(
公
子
慶
父
に
試
さ
れ
た
子
般
を
繕
い
だ
)
関
公

(
公
子
慶
父
に
試
さ
れ
た
閲
公
を
縫

レ
だ
)
倦
公
の
三
公
は
そ
れ
で
あ
る
。

公
羊
停
に
日
く
。

〔経
〕
元
年
春
王
正
月
、

い
た
む

〔
停
〕
公
何
以
不
レ
言ニ
即
位
「
春
秋
、
君
結
子
不
レ
言エ
邸
位
「
君
拭
則
子
向
以
不
レ
言
ニ
郎
位
「
隠
レ
之
也
、

謬L

際
、
際
レ
子
也
、

荘
公
元
年

〔経
〕
元
年
春
王
正
月

〔
俸
〕
公
何
以
不
レ
言二
郎
位
「
縫
ニ
試
君
一
不
レ
言
二
↑
即
位
「

〔
注
〕
復
護
レ伴
者
、
嫌
下
縫
-
一
未
レ
除
レ
年
君
一
義
異
ム
故
也

明
唱
曲
コ
隠
レ
之
如
v

関
公
元
年

〔
経
〕
元
年
春
王
正
月
、

〔
俸
〕
公
何
以
不
レ
言一一
即
位
づ
縫
-一試
君
一
子
不
レ
言ニ
即
位
づ
下
略

倦
公
元
年

し
か
ら
ば
、
試
せ
ら
れ
た
君
を
縫
い
だ
の
で
は
な
い
の
に
、
隠
公
に
「
公
即
位
」
を
書
か
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

ま
た
、
試
せ
ら
れ
た
君
を
縫

い
だ
の
に
、
桓
公

・
宣
公
に
お
い
て
、
義
例
を
破
っ
て
ま
で
、

「
公
卸
位
」
を
書
レ
た
理
由
は
如
何
。
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。

- 6一

ま
ず
、
桓
公

・
宣
公
の
場
合
か
ら
検
討
し
よ
う。

A
其
の
意
の
如
く
す
ハ
円

桓
公
は
際
公
を
試
し
て
位
に
郎
い
た
。
こ
れ
は
事
買
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

桓
公
は

試
せ
ら
れ
た
君
(
際
公
)
を
縫
い
だ
わ
け
で
あ
り
、

「公
卸
位
」

を
世
一
回
か
な
い
の
が
春
秋
の
義
例
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
元
年
正
月
に
「
公
印
位
」
を
敢
て
書
い
た
理
由
は
、

〔経
〕
元
年
春
王
正
月
、
公
邸
位
、

〔
停
〕
繕
ニ
試
君
一
不
レ
号
一
同
二
郎
位
「
此
其
言
一一即
位
一何
、
如
ニ
其
意
一
也、

桓
公
元
年

君
を
試
し
て
ま
で
印
位
せ
ん
と
欲
し
た
桓
公
の
「
意
の
如
く
」
|
意
志
の
と
お
り
l
に
書
い
た
の
だ
、

に
書
い
た
理
由
に
つ

い
て
は
、
漢
代
公
羊
撃
の
集
大
成
者
で
あ
る
後
漢
の
何
休

(
H
S1
5
S
が、

と
公
羊
俸
は
説
く
。「
其
の
意
の
如
く
」

『
公
羊
解
詰
』

(
公
羊
注
〉
に

結
レ
君
欲
レ
郎
レ
位
、
故
如
ニ
其
意
一
以
著
ニ
其
悪
「

一
但
公
元
年
注

と

君
を
試
し
て
ま
で
「
位
に
卸
か
ん
と
欲
し
た
」
意
志
を
重
覗
じ
て
、

「
其
の
意
の
如
く
」
に
「
公
位
に
郎
く
」
と
書
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
桓
公
の
悪
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
羊
停

つ
ま
り
、

位
に
郎
い
た
事
買
を
明
か
す
た
め
で
は
な
く
、

春
秋
は



l
何
休
の
解
稗
は
、
前
漢
の
董
仲
針
(
ロ
ミ
巴
士
切
・
の
・
)
に
も
見
ら
れ
る
。

(
桓
公
〉
其
志
欲
レ
立
、
故
書
レ
即
レ
位
、
中
略

之
志
「
以
著
-
一
其
悪
「

『
春
秋
繁
露
』
に
、

従
ニ
賢
之
志
「
以
遠
ニ
其
義
「
蘇
興
一
式
、
議
疑
作
レ
善
、

従
ユ
不
宵

従
=
其
志
一
以
見
ニ
其
事
}
也
、

玉
英

と
。
要
す
る
に
、

「
公
即
位
L

を
敢
て
書
い
た
の
は
、
桓
公
が
際
公
を
試
し
て
立
っ
た
事
買
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、
際
公
を
試
し
て
立
と
う

と
し
た
意
志
を
問
題
と
し
、
そ
の
意
志
の
如
く
に
書
し
て
、
そ
の
(
悪
し
き
)
意
士
山
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
公
羊
侍
|
董

仲
箭

l
何
休
の
解
稗
で
あ
る
。

B

其
の
意
の
如
く
す

(二)

纂
棋
の
事
買
で
な
く
、
纂
棋
の
意
志
の
問
題
視
は
、
宣
公
の
場
合
、

一閣
ご

1446
@

俸
公

1
l
i
l
-
-
ω
文
公
|
|
⑦
子
赤

「
公
子
途
〈
仲
途
)
「
⑦
宣
公

よ
り
明
白
で
あ
る
。

(
乙
の
系
闘
は
公
羊
設
で
、
左
民
読
と
は
異
動
が
あ
る
。
)

- 7一

文
公
が
嘉
じ
(
文
公
十
八
年
二
月
)
、
繕
い
で
立
っ
た
子
赤
は
間
も
な
く
試
せ
ら
れ
た
(
文
公
十
八
年
十
月
)
。

そ
れ
を
縫
い
だ
の
が
宣
公
で
あ

る
。
宣
公
は
試
せ
ら
れ
た
君
(
未
だ
年
を
捻
え
ぎ
る
の
君
)
を
纏
い
で
立
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
み
ず
か
ら
君
(
際
公
〉
を
試
し
て
立

っ
た

桓
公
と
、
試
せ
ら
れ
た
君
(
子
赤
〉
を
縫
い
で
立
っ
た
宣
公
と
で
は
、
事
情
が
異
な
り
、
扱
い
を
別
に
す
べ
き
か
の
如
く
で
あ
る
。

子
赤
を
試
し
た
の
は
公
子
仲
遂
で
あ
る
。
こ
れ
は
宣
公
八
年
の
経
・
停
お
よ
び
注
か
ら
明
瞭
で
あ
る
(
春
秋
は
「
公
子
仲
途
卒
す
」
と
せ
ず
に
、

公
子
の
二
字
を
除
き
、

「
仲
途
卒
す
」
と
書
し
て
隠
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
公
羊
停
も
「
子
赤
を
獄
せ
し
が
震
に
隠
せ
ら
る
」
と
明
言
し
て
い
る
)
。
宣
公

に
斌
君
の
事
買
は
な
い
。

し
か
し
、
公
羊
撃
で
は
事
買
に
意
味
は
な
い
。
試
し
て
立
と
う
と
す
る
意
志
が
、
宣
公
に
有
っ
た
か
無
か

っ
た
か
。

問
題
は
こ
の
一
貼
に
あ
る
。

宣
公
に
は
塞
棋
の
事
買
は
な
い
が
、
纂
棋
の
意
志
が
あ
っ
た
。
試
君
の
事
質
の
あ
る
(
桓
公
)
・
な
し
(
宜
公
)
に
関
係
な
く
、

ま
し
て
や
謝

243 

象
が
成
君
(
際
公
〉

-
未
臆
年
の
君
(
子
赤
〉
の
遣
い
に
拘
わ
り
な
く
、
君
を
棋
せ
ん
と
す
る
意
志
!
悪
し
き
意
志

l
に
謝
し
て
、
春
秋
の
筆
諒
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は
加
え
ら
れ
る
(
材
批
判
糾
の
意
志
の
故
に
、
何
休
は
、
宣
公
を
築
殺
者
と
み
な
す
。
宣
元
年
正
月

・六
月
注
、
成
三
年
注
)
。
元
年
正
月
に

「
公
邸
位
」

を
豊
臣ミ「

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
秋
は

「
君
を
試
し
て
位
に
郎
か
ん
と
欲
し
た
」
宣
公
の
意
志
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
で
あ
る。

公
羊
停
に
日
く
、

艦
二試
君
一不
レ
言
二
郎
位
「
此
其
言
ニ印
位
一何、

〔
停
〕

其
意
也
、

・

〔
注
〕
桓
公
袋
二

〔
宣
公
〕
〔
経
〕
元
年
春
王
正
月
、
公
邸
位
、

成
君
「

宜
公
袋
二
未レ
総
レ年
君
「
嫌
一一其
諮
問
竺
馳
故
復
措
世
レ
待
、

位
一
何
、
如
-一其
意
一也
、
何
注
目
、
獄
レ
君
欲
レ
印
レ
位
、
故
如
-一其
意
一
以
著
ニ其
葱
「
是
也
、
云
云

経
義
述
聞
一志

其
意
上
山
商
レ有
ニ
如
字
「

桓
元
年
体
、

総
ニ獄
君
一不レ
言-一
卸
位
「
此
其
言
ニ
邸

位
に
郎
か
ん
と
欲
し
た
」
意
志
を
迫
求
し
、

春
秋
が
桓
公
・
宜
公
に
「
公
卸
位
L

を
書
い
た
の
は
、
君
を
試
し
て
即
位
し
た
か
否
か
の
事
貰
を
問
題
に
し
た
の
で
な
く

「
そ
の
意
の
如
く
」
に
書
い
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
其
の
意
の

「
君
を
試
し
て

「
そ
の
志
に
従
レ
」
、

如
く
し
て
、
以
て
其
の
悪
を
者
わ
す
」
(
桓
元
注
)
の
が
春
秋
の
書
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
事
例
で
は
ど
う
か
。
検
討
し
て
み
よ
う
。

鄭
の
闘
で
は
、
裏
公
が
三
月
(
成
公
四
年
)
に
卒
し
、
縫
い
で
立

っ
た
費
(
悼
公
)
は
、

そ
の
年
の
冬
、
兵
を
翠
げ
て
許
を
伐

っ
た
。

春
秋
に

- 8一

C

其
の
意
の
如
く
す

同

w

書
し
て
日
く

(
冬
)
鄭
伯
伐
レ
許
、

春
秋
で
は
「
君
約
せ
ば
世
子
と
稿
し
、
君
菟
ず
れ
ば
子
某
と
稿
し
、
既
に
葬
れ
ば
子
と
稽
し
、
年
を
験
ゆ
れ
ば
公
と
稿
す
」
の
が
通
例
で
あ

〔
経
〕

成
公
四
年

「
鄭
子
」
と
稿
す
べ
き
で
あ
る
。

と
す
る

しえ
カミ 壬ノ

る l

tァを
、伐

春 つ
手レ た

淀号
41 費
常 は
T 、
伐
レ

許
L 

す
で
に
裏
公
を
葬
り
は
し
た
が
、

「
未
だ
年
を
磁
え
ざ
る
の
君
」

と
せ
ず
に
、
あ
与
え
て
爵
(
郷
は
伯
関
)
を
梅
し
て
「
鄭
伯
伐
レ
許
」

で
あ
り
、

る

(
妊
三
十
二
公
羊
仰
)
。

と

書
い
た
。
問
題
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
父
母
の
喪
に
は
、
臣
子
は
三
年
政
に
従
わ
ず
、
君
は
そ
の
門
に
呼
ば
ざ
る
が
先
王
の
制
で
あ
り
、
春
秋
も
こ
れ
を
瞳
と
し
て
い

る
(
宣
元
公
羊
縛
・
注
、
後
漢
書
陳
忠
縛
)
。

そ
れ
は
、
悲
哀
働
恒
の
極
に
あ
る
臣
子
の
「
其
の
志
の
事
に
在
ら
ざ
る
」
が
た
め
で
あ
る
。
故
に
董
仲



街
は
、先

王
之
制
、
有
ニ
大
喪
一
者
、
三
年
不
レ
呼
ニ
其
門
「
順
ニ
其
志
之
不
官
在
レ
事
也
、
書
云
、

た
と
い

縦
不
レ
能
レ
如
レ
是
、
奈
何
其
父
卒
、
未
レ
験
レ
年
、
印
以
レ
喪
翠
レ
兵
也
、
春
秋
、
以
=
薄
レ
恩
且
施
ニ
失
其
子
心
「
故
不
ニ
復
得
v
稽
レ
子
、
調
-
一
之
鄭

伯

「

以

厚

レ

之

也

、

品

闘

機

云

、

施

議

筋

レ

弛

、

古

字

通

用

、

繁

露

竹

林 「
高
宗
諒
闇
、
三
年
不
レ
言
L

、

居
レ
喪
之
義
也
、
今

と
、
春
秋
が
「
鄭
伯
」
と
書
い
た
理
由
を
説
く
。
喪
制
の
精
神
を
尋
ね
る
ま
で
も
な
く
、
京
戚
の
情
を
壷
く
す
は
、
孝
子
の
心
情
と
し
て
、
自

然
で
あ
り
嘗
然
で
あ
る
(
白
虎
遁
喪
服
)
。

成
君
の
地
位
を
築
し
み
、

喪
中
に
あ
り
な
が
ら
兵
を
起
こ

し
か
る
に
、
費
は
孝
子
の
心
を
失
な
い
、

し
て
許
を
伐
っ
た
。
そ
れ
故
、
春
秋
は
「
鄭
子
」
と
書
か
ず
、
あ
え
て
「
鄭
伯
」
と
稿
し
て
、

未
レ
除
レ
年
君
稽
レ
伯
者
、
時
集
ニ
成
君
位
「
親
自
伐
レ
許
、
故
如
ニ
其
意
「
以
著
ニ
其
悪
「

と
。
い
ま
だ
年
を
聡
え
ざ
る
君
で
あ
る
の
に
、
成
君
た
ら
ん
と
す
る
費
の

」
れ
に
筆
談
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
何
休
は
、

成
公
四
年
注

以
て
其
の
悪
を
著
わ
し
」

「
其
の
意
の
如
く
し
て
、

た
の
だ
、

と

-9-

、、，
o

惜
し
V

、6

v

D

其
の
意
の
如
く
す

帥

隠
公
五
年
(
冬
十
二
月
)
に
、
〔
鰹
〕
宋
人
伐
レ
鄭
、
圏
ニ
長
葛
「

春
秋
で
は
、
侵
・
伐
・
戟
・
圏
・
入
・
滅
は
、
二
疋
の
概
念
の
も
と
に
直
別
し
て
用
い
ら
れ
(
妊
十
公
羊
傍
・
注
〉
、

ひ
き

「
兵
を
以
い
て
城
を
守

(
際
五
、
倦
六
・
二
六
、
裟
十
二
公
羊
胸
骨
)
。

た
と
い
圏
む
と
い
う
事
賓
が
あ
っ
て
も
、
邑

る
」
を
圏
と
云
う
。
し
か
し
「
邑
に
は
圏
と
言
わ
ず
」

に
謝
し
て
は
圏
を
用
い
ず
、
伐
を
用
い
る
の
が
常
僻
と
さ
れ
る
。

し
か
る
に
、
こ
こ
に
、
鄭
の
邑
に
す
、
ぎ
な
い
長
葛
へ
の
軍
事
行
動
を
「
長
葛

を
圏
む
」
と
。
公
羊
俸
・
何
休
注
に
日
く
、

〔
停
〕
邑
不
レ
言
レ
圏
、
此
其
言
レ
圏
何
、
彊
也
、

〔
注
〕
至
レ
邑
雌
レ
圏
嘗
レ
言
レ
伐
、
悪
-一其彊
而
無
τ
義
也
、

際
公
五
年
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必
欲
ニ
矯
得
τ
邑、故如一ニ一其音意山?竺主二二言一

鄭
を
攻
撃
し
た
宋
の
意
園
は
、
長
葛
を
取
得
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
春
秋
は
「
宋
の
意
の
如
く
」
に
、
「
長
菖
を
圏
む
」
と
書
き
、
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以
て
宋
の
強
に
し
て
義
な
き
を
悪
と
し
た
の
で
あ
る

と
い
う
。

こ
の
何
休
の
見
解
を
支
持
す
る
清
朝
の
陳
立
(
昆
g
l
H∞S
〉
は
、
次
の
如
く
云
う
。
す
な
わ
ち
、
繁
露
(
玉
杯
)
の
「
春
秋
の
微
を
好
む
は
、

其
の
志
を
貴
ぶ
を
民
て
な
り
」
を
引
用
し
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

鄭
伯
志
在
レ
滅
レ
段
、
故
如
ニ
其
意
一書
レ
克
、
宋
人
志
在
レ
得
-
一
長
葛
「
故
如
ニ
其
意
三
一
=
ロ
レ
圏
、
所
調
逆
而
罪
レ
之
、
不
レ
如
-
一
徐
而
味
v
之
也
、
春
秋

之
所
レ
患
者
、
不
レ
任
レ
徳
而
任
レ
力
、
故
表
-
一
其
意
「
以
悪
エ
其
彊
一
也
、
公
羊
議
疏
際
公
五
年

こ
ろ

右
の
文
中
、
「
鄭
伯
の
士
山
、
段
を
滅
す
る
に
在
り
。
故
に
其
の
意
の
如
く
し
て
『
克
す
』
と
書
す
」
と
は
、
隠
公
元
年
(
夏
五
月
)
の
〔
鰹
〕

鄭
伯
去
二
段
子
部
「
に
お
け
る
去
に
闘
す
る
謹
言
で
あ
る
。
公
羊
撃
と
左
氏
率
と
で
は
克
の
字
の
用
法
も
異
な
る
。
公
羊
で
は
、
克
は
殺
で
あ

り
(
隠
元
公
羊
侍
)
、
軍
隊
を
遊
勤
し
た
鄭
伯
(
鄭
の
妊
公
)
の
意
志
、
が
、
段
(
共
叔
段
)
を
殺
さ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
の
で
、

r』ヲつ

段
を
克
し
た
鄭
伯
の
場
合
も
、

「
其
の
意
の
如
く」

に
「
克
す
」
と
書
し
た
、
と
い
う
。

つ
ま
り

長
葛
を
園
ん
だ
宋
人
の
場
合
も
、

い
ず
れ
も

「
其
の
意
の
如

-10一

く
Lー

「
其
の
志
に
従
っ
て
」
書
き
、
も
っ
て
そ
の
強
悪
を
現
わ
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
鄭
伯
克
一
一
段
子
部
こ
に
お
い
て
は
、
鄭
伯
の
意
志
そ
の
ま
ま
に
克
と
書
し
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は

の
解
樫
で
あ
る
。
次
に
、
私
は
、
こ
の
経
文
に
寓
せ
ら
れ
た
春
秋
の
義
を
、
段
の
側
か
ら
吟
味
し
て
み
よ
う
。

い
わ
ば
鄭
伯
を
主
髄
と
し
て

E

其
の
意
の
如
く
す
国
1
1

聞
に
首
ら
ん
と
欲
す
|
|

段
(
共
叔
段
)
は
荘
公
(
鄭
伯
)
の
弟
で
あ
る
が
、
春
秋
は

〔経
〕
鄭
伯
克
一
一
段
子
部
「

際
公
元
年

と
豊田き
、

「
弟
段
」
と
云
わ
な
い
。
例
え
ば
、
裏
公
三
十
年
に
は
、

〔
経
〕
天
王
殺
ニ
其
弟
年
夫
「
と
弟
の
字
を
冠
し
て
レ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、

こ
こ
に
は
、
段
と
の
み
書
い
て
、
弟
の
字
、
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
公
羊
停

・
何
休
注
に
日
く
、

〔
注
〕

仇
z
首
レ
園
矯
ニ
之
君
「
故
如
ニ
其
意
「
使
レ
如
ニ
園
君
「
氏
一
手
鄭
「

〔惇
〕
段
者
何
、

鄭
伯
之
弟
也
、

何
以
不
レ
稽
レ
弟
、

首
レ
圃
也
、

所
Z

以
見
ニ
段
之
逆
「

際
公
元
年



る
。
段
は
鄭
伯
の
弟
で
あ
る
の
に
、
春
秋
が

「
氏
ニ
上
鄭
こ
と
は
、
上
の
鄭
伯
の
鄭
を
氏
と
す
る
の
謂
で
あ
る
。

弟
の
字
を
去
っ
て
「
(
鄭
)
段
」
と
、

鄭
段
と
な
り
、

園
君
の
ご
と
き
稽
呼
に
な

鄭
を
段
の
氏
と
す
れ
ば
、

あ
た
か
も
一
国
の
君
で
あ
る
か
の
如
く
書
い
た
の
は
、

「
其
の
意
の
如
く
ー
」
に
し
た
の
で
あ
る
、

と
い
う
。

段
、
が
「
園
に
嘗
り
之
が
君
た
ら
ん
と
欲
し
た
」
の
で
、

「
其
の
意
の
如
く
」
し
て
、
園
を
以
て
氏
と
し
た
書
例
は
、
春
秋
に
は
少
な
く
な

右
の
ご
と
く
、
園
に
首
り
君
た
ら
ん
と
欲
し
た
が
放
に
、

い
。
衡
州
時
・
斉
小
白
お
よ
び
王
猛
な
ど
、
そ
れ
で
あ
る
。

イ

〔
粧
〕
衛
州
呼
拭
エ
其
君
完
「

衛
荘
r.、
Aλ 

I I I 
宣公桓
公子公
賓州完

時

〔
俸
〕
易
局
以
レ
園
氏
、
首
レ
園
也
、

上
鄭
「
所
g

以
見
ニ
段
之
凶
逆
「
是
也
、

際
公
四
年

例
え
ば
、
〔
経
〕
宵
公
子
商
人
、
試
ニ
其
君
含

(
文
十
四
〉
、
な
ど
で
は
、
公
子
を
氏
と
し
て
「
公
子
商

人
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
公
子
州
呼
の
場
合
は
、

「
街
州
呼
」

と
書

園
を
以
て
氏
と
し
て

い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
公
羊
俸
・
何
休
注
に
日
く
、

← 11-

〔
注
〕
輿
レ
段
同
レ
義
、

隠
公
四
年

徐
疏
日
、
印
上
元
年
注
一
玄
、
欲
二
位
閏
レ
闘
魚
v
君
、
故
如
一
一
其
怠
「
使
レ
如
ニ
閣
君
「
民
-
一

じ
で
あ
る
、
と
い
う
。

州
時
に
は
、
園
に
嘗
り
君
た
ら
ん
と
す
る
意
志
が
あ
っ
た
の
で
、

「
其
の
意
の
如
く
」
に
し
て
「
衛
州
呼
」
と
書
い
た
。
鄭
段
の
場
合
と
同

ロ

〔
経
〕
斉
小
白
入
一
一
子
商
円
「

〔
経
〕
宋
公
之
弟
辰
、
及
ニ
仲
位
・
石
掘
・
公
子
池
「
自
レ
陳
入
エ
子
薪
一
以
叛

(
定
十
一
)
、

な
ど
で
は
、
「
公
子
池
」
と
公
子
を

し
か
る
に
、
公
子
小
自
の
場
合
は
、
園
を
以
て
氏
と
し
て
「
斉
小
白
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
公
羊
停

・
何
休
注
に
、

〔
停
〕
日
伺
矯
以
レ
園
氏
、
嘗
レ
園
也
、
〔
注
〕
嘗
レ
園
故
先
氏
レ
園
也
、
公
羊
議
疏
日
、
按
此
奥
ニ
隠
元
年
鄭
段
、
四
年
衛
州
仔
一
同
レ
義
、

小
白
は
固
に
嘗
り
君
た
ら
ん
と
欲
し
た
の
で
、

た
と
え
ば
、

氏
と
し
て
い
る
。

247‘ 

る
、
と
い
う
。

荘
公
九
年

荘
公
九
年

「
其
の
意
の
如
く
」

「
斉
小
白
」

と
書
い
た
の
で
あ
り

鄭
段
・
街
州
呼
と
同
義
で
あ
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J、

〔経
〕
劉
子
・

草
子
、
以
一
主
猛
「
居
二
子
皇
「

間
公
二
十
二
年

周
王
室
に
あ
っ
て
は
、
景
王
が
夏
四
月

(昭
二
十
二
)
に
崩
じ
、
葬
が
す
ん
だ
直
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
猛
は
未
験
年
の
王
で
あ
り
、
首
然

「
子
」
と
稿
す
べ
き
で
あ
る
(
荘
三
十
二
公
羊
侍
)
。

に
も
拘
ら
ず
、
こ

こ
に
「
王
猛
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
羊
停

・
何
休
注
に
、

〔停〕

其
橋
一
一
王
猛
一
何
、

嘗

レ

園

也

、

時

欲
レ首
一
一
王
者
位
「
故
稽
=
王
猛
「
見
レ
首
レ
園
也
、

公
羊
議
疏
日
、
隠
元
年
俸
、
首
レ
闘
也
、
注
、

欲
三
滋
レ
幽
潟
ニ
之
君
「
故
如
ニ
其
意
「

使
レ
如
ニ
闘
君
「

氏
二上
郷
「
所
一一一以見
ニ段
之
逆
「
時
猛
亦
欲
レ
常
-
一
王
位
「
故
如
ニ
其
意
「
稽
ニ
王
猛
「
見
レ九日山
レ国也、

〔
注
〕

昭
公
二
十
二
年

以
上
列
穆
し
た
鄭
段

・
衛
州
呼
・

斉
小
白
、

お
よ
び
王
猛
の
書
例
は
、
い
ず
れ
も
事
買
を
で
な
く
、
意
志
を
問
題
覗
し
た
も
の
で
あ
り
、
「国

に
首
り
君
た
ら
ん
と
欲
し
た
」
の
で
、
春
秋
は

「其
の
意
の
如
く
」
に
書
い
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

「
闘
に
首
り
君
た
ら
ん
と
欲
せ
ざ
る
」
場
合
は
、

l
lた
と
い
闘
に
嘗
り
君
た
る
事
買
が
あ

っ
て
も
|
|
欲
せ
ざ
る
「
其
の
意

F

其
の
意
の
如
く
す

付
1
1

其
の
意
首
ら
ざ
る
な
り
1

l

-12一

の
如
く
」
に
書
き
、
以
て
そ
の
意
な
き
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

昭
公
十
三
年
の
春
秋
に
、

日
く
、

〔
経
〕
夏
四
月
、
楚
公
子
比
、
自
レ
晋
踊
-一子楚「

経
文
の
背
景
を
な
す
事
件
の
概
略
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
楚
の
霊
王
度
は
無
道
で
、
高
批
な
蓋
を
乾
知
に
作
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
三
年
費
し
て

ま
だ
出
来
上
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
公
子
比
が
菅
か
ら
戻
っ
た
。
野
心
家
の
公
子
棄
疾
は
、
比
を
脅
か
し
て
位
に
つ
け
、
乾
絡
の
役
に
従
う

者
を
田
里
に
蹄
し
た
。
た
め
に
盤
王
は
都
れ
て
死
ん
だ
。
棄
疾
は
比
を
殺
し
て
位
に
つ
い
た
。
こ
れ
が
卒
王
居
で
あ
る
。

さ
て
公
子
比
は
、
公
子
棄
疾
に
欺
か
れ
脅
か
さ
れ
て
位
に
つ
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
霊
王
度
を
死
に
至
ら
し
め
た
。
春
秋
は
、
比

試
二
其
君
度
子
乾
諮
「

楚
公
子
棄
疾
、
試
エ
公
子
比
「

き
が
、
臣
子
の
義
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
が
、

に
試
君
の
汚
名
を
加
え
、

「
公
子
比
、
其
の
君
度
(
霊
王
)
を
乾
欧
州
に
試
す
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
賭
し
て
も
立
つ
こ
と
を
拒
否
す
ベ

「楚
公
子
比
、
自
レ
菅
婦
ニ
子
楚
こ
に

そ
の
こ
と
は
他
稿
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、

ま
ず
、



お
け
る
「
蹄
」
の
書
法
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

他
固
に
出
で
自
固
に
戻
る
場
合
、
春
秋
は
、
そ
の
者
の
心
意
の
善
悪
に
し
た
が

っ
て
、
復
踊
・
復
入
・
入
・
蹄
の
四
色
に
書
き
分
け
る
。「出

ず
る
と
き
悪
、
踊
る
と
き
悪
な
き
」
を
復
蹄
、
「
出
、
ず
る
と
き
悪
な
く
、
入
る
と
き
悪
あ
る
」
を
復
入
、
「
出
ず
る
と
き
も
入
る
と
き
も
悪
」

な
る
を
入
、
「
出
ず
る
と
き
も
入
る
と
き
も
悪
な
き
」
を
婦
と
い
う
。
(
桓
十
五
公
羊
停
)
。

と
こ
ろ
で
、
経
文
に
は
っ
晋
よ
り
楚
に
踊
る
」
と
踊
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

〔
停
〕
此
試
ニ
其
君
「
其
言
レ
踊
何
、
錦
無
レ
悪
一
一
於
拭
立
一也
、
踊
無
レ
悪
一
一
於
棋
立
一
者
何
、
璽
王
箆
-
丞
山道
づ
作
一
一
乾
鰯
之
蓋
二
二
年
不
レ
成
、

楚
公
子
棄
疾
、
脅
レ
比
市
立
レ
之
、
然
後
令
一
一
子
乾
難
之
役
「
目
、
比
己
立
会
、
後
踊
者
、
不
レ
得
レ
復
=
其
田
里
「
衆
寵
而
去
レ
之
、
霊
王
経
而

死
、
〔
注
〕
時
棄
疾
詐
告
下
比
得
一
一
五
日
力
一
可
中
以
蹄
h

至
而
脅
立
レ
之
、
中
略
言
レ
踊
者
、
調
z
其
本
無
ニ
棋
レ
君
市
立
之
意
「
昭
公
十
三
年

晋
に
往
き
楚
に
戻
っ
た
比
に
は
、
も
と
よ
り
「
君
を
試
し
て
立
と
う
と
す
る
意
は
無
か
L

っ
た
。
故
に
、
春
秋
は

「
蹄
」
を
用
い
て
、
そ
の

- 13 

意
志
の
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
「
楚
公
子
棄
疾
、
紙
一
一
公
子
比
こ
に
お
け
る
「
公
子
比
」
の
書
法
が
問
題
と
な
る
。

比
が
位
に
つ
き
、
度
(
盤
王
〉
が
死
ん
だ
の
は
夏
四
月
(
昭
十
三
)
の
こ
と
で
あ
る
。

棄
疾
が
比
H
君
を
試
し
た
の
は
、

そ
の
直
後
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
棄
疾
が
試
し
た
君
は
、

「
未
だ
年
を
総
え
ざ
る
君
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

未
だ
年
を
捻
え
ざ
る
君
を
試
し
た
室
百
例
は
、

す
」
と
は
、

〔
鰹
〕
菅
里
克
試
ニ
其
君
之
子
案
賛
「

「
未
勝
年
の
君
を
試
す
る
の
腕
な
り
'
」
と
公
羊
俸
も
説
い
て
い
る
(
倦
九
)
。

し
か
る
に
、
こ
こ
に
「
公
子
比
」
と
稽
し
、
比
を
君
ハ
未
捻
年
の
君
〉
と
せ
ず
、
公
子
と
す
る
書
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
羊
筋
肉
に
、

〔
俸
〕
比
巳
立
失
、
其
穂
ニ
公
子
一
何
、
其
意
不
レ
首
也
、
〔
注
〕
据
ニ
上
体
「
知
-
孟
脅
「

(
俸
九
〉
、

の
如
く
で
あ
る
。

「
其
の
君
の
子
実
宵
を
拭

昭
公
十
三
年

と
。
前
掲
の
附
伸
文
か
ら
、
比
は
棄
疾
に
脅
迫
さ
れ
強
制
さ
れ
て
、

心
な
ら
ず
も
立
っ
た
情
況
は
詳
か
で
あ
る
。
比
に
は
、
も
と
も
と
、
位
に

249 

っ
き
固
に
首
ら
ん
と
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
春
秋
は
|
|
位
に
印
き
園
に
首
っ
た
事
質
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
あ
え
て
君
挽
を
用
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、
お』、

L
」
?

公
子
と
稽
し
て

「
其
の
意
首
ら
ざ
る
」

を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
志
の
奈
迭
に
あ
る
や
を
審
粟
し
、

「
位
に
副
き
固
に
嘗
る
を
欲
せ
ざ
り
し
一

も
の
は

「
其
の
意
の
如
く
」
に
書
い
た
例
と
し
て

次
の
ご
と
き
も
あ
る
。

〔
鰹
〕
五
月
笑
丑
、
公
曾
一
一
耳
目侯

・
宵
侯

・
宋
公

・
察
侯

・
鄭
伯

・
衛
子

・
宮
子
「
盟
一
一子
践
土
「

卸
レ
位
之
意
「

〔
注
〕
街
稽
レ
子
者
、
起
一
=
叔
武
本
無
二

徐
疏
日
、
街
侯
局
ニ
王
伯
所
す
逐
、
而
立
ニ
叙
武
「
叔
武
卸
是
成
君
、
何
不
レ
稽
レ
侯
、
而
作
二
未
レ
捻
レ年
之
君
披
「
欲
レ超
z
其
本
無
一
一
卸
レ
佼
之
心
一

故
也

俸
公
二
十
八
年

四
月
(
倦
二
十
八
)、
音
の
文
公
は
、
衛
の
成
公
を
放
逐
し
て
弟
の
叔
武
を
立
て
た
。

五
月
、

衛
侯
(
叔
武
)
は
践
土
の
曾
に
出
席
し
た
。

-~ 
ノ、

月
、
成
公
は
衡
に
復
臨
し

「
叔
武
は
我
を
裳
す
」
と
怒
っ
て
叔
武
を
殺
し
た
。

「而
れ
ど
も
他
の
人
立
た
ば
、
成
公
の
即
る
を
得
ざ
る
を

さ
て
、
叔
武
に
は
位
に
印
く
の
意
志
な
く
、
忍
日
文
公
に
固
辞
し
た
の
で
あ

っ
た。

恐
る
。
故
に
是
に
於
て
己
立
ち
、
然
る
後
、
践
土
の
曾
を
震
し
、
治
め
て
成
公
を
反
し
た
」
「
譲
圃
の
賢
者
」
で
あ
る
(
俸
二
十
八
公
羊
侍

)
O

然

る

「
我
を
築
す
」
と
誤
解
し
た
成
公
は
、
叔
武
を
拭
殺
し
た
。
だ
が
叔
武
試
殺
の
こ
と
は
、
春
秋
に
記
載
し
な
い
。

に
詩
む
」
の
で
(
荘
問
、
倦
十
七

・
ニ
十
八
、
昭
二
十
公
羊
体
)
。
賢
者
叔
武
の
異
意
も
、
成
公
の
罪
悪
も
、
春
秋
の
筆
法
に
寓
さ
れ
る
。

ち
、
春
秋
は
、
践
土
の
禽
に
お
い
て
、
成
君
で
あ
る
叔
武
に

l
l
衛
侯
と
書
く
べ
き
所
を

l
lあ
え
て
「
衛
子
」
と
未
臆
年
の
君
暁
を
稽
し

て
、
叔
武
に
は
「
位
に
卸
き
固
に
首
る
の
意
な
か
り
し
」
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

「
春
秋
は
賢
者
の
矯
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す
な
わ

意
志
(
善
意
志

・
悪
意
志
)
の
有
り
し
者
は
有
り
し
ご
と
く
、
無
き
者
は
無
き
が
ご
と
く
、
す
べ
て
「
其
の
意
の
如
く
」
に
書
き
、
以
て
そ
の

善
悪
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
春
秋
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
①
そ
の
意
志
の
量
生
し
た
時
期
、
②
そ
の
意
志
の
強
弱
の
度
合
い
を
も

審
麗
し
、
な
ん
ら
か
の
筆
法
に
よ
っ
て
書
き
分
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

何
と
な
れ
ば
、
行
震
に
お
け
る
意
志
を
根
擾
と
し
て
、
そ
の
善
悪
を
論



定
す
る
立
場
に
た
つ
な
ら
ば
、
意
志
の
費
生
の
時
期
、
強
弱
の
程
度
に
よ
っ
て
、
評
債
は
襲
わ
る
は
ず
で
あ
り
、

た
ん
に
意
志
の
存
否
だ
け
を

問
題
と
す
る
素
朴
な
段
階
に
と
ど
ま
る
限
り
、
判
断
の
公
正
と
巌
密
を
失
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

①
 
意
志
の
費
生
の
時
期

一見、

こ
の
上
な
い
善
き
行
動
を
な
し
な
が
ら
、
⑧
中
途
か
ら
邪
心
を
起
こ
し
た
場
合
と
、
⑧
嘗
初
か
ら
邪
心
を
懐
い
て
い
た
場
合
と
に
つ

い
て
、
春
秋
の
書
法
と
評
債
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

宣
公
十
年

3
3∞
・

。

・

)

五

月

、

だ

が

陳

人

は

自

力

で

夏

徴

箭

を

討

つ

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

ま

た

大

闘

の

斉

や

晋

も

、

要

然

と

し

て

、

破

邪

の

叙

を

振

ろ

う

と

し

な

か

っ

た

。

楚

の

荘

王

は

義

兵

を

起

こ

@ 

陳
の
夏
徴
釘
が
そ
の
君
霊
公
を
獄
し
た
。

こ
の
時
(
宣
十
一
年
十
月
)
、

し
て
陳
に
攻
め
入
り
、
試
君
の
賊
・
夏
徴
箭
を
討
ち
と
っ
た
。

い
っ
た
い
、
春
秋
で
は
、
そ
の
君
を
試
す
る
は
そ
の
父
を
試
す
る
と
と
も
に
、
悪
の
極
と
さ
れ
、
君
父
を
試
し
た
賊
を
討
つ
こ
と
は
、
臣
子

Rυ 

の
道
徳
的
責
務
と
し
て
強
く
要
請
さ
れ
る
(
際
十
一
公
羊
侍
)
。
公
羊
俸
に
は
、
君
父
の
讐
は
百
世
と
い
え
ど
も
復
す
べ
き
が
明
記
さ
れ
(
荘
四
)
、

「響
を
復
せ
ざ
る
は
臣
子
に
あ
ら
ず
」
と
断
じ
(
隠
十
一
公
羊
停
)
、

讐
を
復
し
た
者
は

「
賢
者
」
と
稽
え
る
(
荘
四
公
羊
侍
〉
。
そ
れ
故
、
陳
の
ご

と
く
自
力
で
賊
を
討
つ
能
わ
ざ
る
場
合
、
代
っ
て
賊
を
討
っ
た
者
は
、
善
事
と
し
て
表
彰
さ
れ
る
(
繁
樹
脂
・
楚
荘
王
〉
。
然
る
に
、
宣
公
十
一
年
、

冬
十
月
に
、

〔
経
〕
楚
人
殺
ニ
陳
夏
徴
皆
「
丁
亥
、
楚
子
入
レ陳、

と
。
春
秋
で
は
「
入
る
に
は
例
と
し
て
時
を
書
し
、
傷
害
多
け
れ
ば
月
を
書
す
」

る
」
と
日
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
何
休
に
よ
る
と
、

ス
ル
ハ

日
者
、
悪
一
一
荘
王
討
レ
賊
之
後
、
欲
下
利
ニ
其
園
「

(
宣
十
一
徐
疏
)
。
こ
こ
に
は
「
丁
亥
(
の
日
〉
、
楚
子
陳
に
入

宣
公
十
一
日
平
注

楚
の
荘
王
は
、
賊
の
夏
徴
訴
を
珠
殺
し
た
後
、
陳
園
を
利
せ
ん
と
す
る
邪
心
を
起
こ
し
た
。
特
に
「
丁
亥
」
と
日
を
書
い
た
の
は
、

そ
の
邪

251 

心
を
筆
諒
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
。
公
羊
疏
に
も
、
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先
書
レ
討
レ
賊

乃
言
レ
入
レ
陳
者
、

荘
王
討
レ
賊
之
後
、

始
有
下
利
一
一陳
園
一
之
意
れ
故
後
書
レ
入
也
、

昭
公
元
年
徐
疏

荘
王
は

も
と
邪
悪
な
心
意
を
懐
き
、
義
援
-
に
託
し
て
そ
れ
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

賊
を
討
っ
た
後
に
、

は
じ
め
て
邪
心
を
生
じ

こ
の
間
の
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
春
秋
は
、

表
彰
し
、
後
に
「

rr、
楚
子
陳
に
入
る
」
と
書
い
て
毘
紹
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
楚
人
、

陳
の
夏
徴
討
を
殺
す
ー
」
と
書
い
て
賊
を
討
っ
た
こ
と
を

⑧
 

楚
の
盤
王
は
冬
十
月

昭
公
八
年

(mg
∞-
P
〉
春
、

陳
の
公
子
招
は
孔
渓
を
し
て
世
子
恒
師
を
殺
さ
せ
、
公
子
留
を
立
て
た
。
た
め
に
哀
公
は
縮
れ
て
死
ん
だ
。

し
ま

っ
た
。

の

紙
君
の
賊
・
公
子
招
を
執
え
て
越
に
追
放
し
、
孔
援
を
殺
し
、
京
公
の
葬
儀
を
行
な
っ
た
が
、
途
に
陳
固
定
滅
し
て

1
哀
公
溺

1
1
7世
子
短
師

「

公

子

招

「

公

子

留

市

m
m"
“rLrι 

」
と
は
春
秋
に

〔
経
〕
冬
十
月
Jf
午
、
妙
冊
枕
レ
除
、
執
一
一
陳
公
子
招
「
放
ニ
之
子
越
づ
殺
一
一
陳
孔
環
「
葬
ニ
陳
京
公
「

〔
注
〕
日
者
、

不
ニ
穆
レ
滅
矯
γ

重
、
復
書
一二ニ事
一
言
レ
執
者
、
疾
ニ
設
託
σ
義
、
故
列
-
一
見
之
づ
託
レ
義
不
ニ
先
書
一
者
、
本
懐
エ
滅
心
「

枕
(
闘
を
滅
し
た
)
の
場
合
は
、
通
例
と
し
て
?
の
み
を
書
く
(
荘
十

・
十
三
)
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
に
「
壬
午
(
の
日
)
、

す
」
と
ト
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
楚
師
(
楚
の
盤
主
)
が
賊
を
討
つ
と
詐
っ
て
兵
を
進
め
、
陳
を
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
疾
む
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
春
秋
で
は
、
最
も
重
大
事
で
あ
る
滅
を
書
け
ば
、

疾
ニ
詐
援
滅
下
人
也
、

楚
師
、
陳
を
滅

- 16-

昭
公
八
年

そ
れ
以
下
の
こ
と
は
書
か
な
い
の
が
遁
例
で
あ
る
(
袈
六
何
休
注
〉
。

し
か
る
に
、

「
陳
の
孔
唆
を
殺
し
」

事
が
か
こ
つ
け
の
偶
装
で
あ
る
の
を
疾
む
た
め
で
あ
る
、
と
い
う。

こ
こ
に
「
陳
の
公
子
招
を
執
え
て
之
を
越
に
放
ち
」

「
陳
の
京
公
を
葬
る
」
の
三
事
を
列
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三

陳
に
進
入
し
た
楚
の
璽
王
は
、

は
、
三
事
の
列
記
を
後
に
し
て
、

き
て

初
め
に
コ
一事
を
行
な
い
、
最
後
に
陳
を
滅
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
春
秋
の
文

「陳
を
滅
す
」
を
筆
頭
に
掲
げ
た
。
そ
れ
は
、
霊
王
が
「
木
、
陳
を
滅
せ
ん
と
す
る
心
を
懐
い
て
」
お

っ
た

も
ち
ろ
ん
、

こ
と
を
明
示
し
、
以
て
そ
の
心
意
の
悪
柿
怖
を
強
く
弾
劾
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

宣
公
十
一
年
ハ
⑧
の
事
例
〉
、
楚
の
荘
王
が
夏
徴
針
(
獄
君
の
賊
〉
を
討
ち
陳
に
侵
入
し
た
の
と
、

」
こ
(
⑧
の
事
例
〉
の
楚
の
璽
玉
、
が
公
子
招



(
獄
君
の
賊
)
を
討
ち
陳
を
滅
し
た
の
と
は
、
外
的
事
買
は
相
似
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
内
的
心
情
、が
遭
う
。
い
わ
ゆ
る
「
迩
同
じ
く
し
て
心

異
な
る
」
も
の
で
あ
る
。
心
異
な
れ
ば
評
債
は
異
な
る
。
評
債
の
遣
い
は
筆
法
に
よ
っ
て
書
き
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、
荘
王
は
賊
を
討
っ
た
後

に
邪
心
を
起
こ
し
た
の
で
、
春
秋
は
、
賊
を
討
つ
の
義
翠
を
ま
ず
書
き
、
後
に
「
丁
亥
、
陳
に
入
る
」
を
書
い
て
こ
れ
を
磯
刺
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
璽
王
は
嘗
初
か
ら
陳
を
滅
せ
ん
と
す
る
邪
心
を
懐
い
て
お

っ
て
、
賊
を
討
つ
の
義
錦
亭
に
か
こ
つ
け
た
。
そ
れ
で
春
秋
は
「
壬

午
、
陳
を
減
す
」
を
ま
ず
畳
一日
き
、
後
に
賊
を
討
つ
の
事
を
列
記
し
て
そ
れ
は
儒
装
に
す
ぎ
ざ
る
を
示
し
、
以
て
そ
の
本
心
の
甚
悪
を
明
詮
し
た

の
で
あ
る
(
昭
八
何
注
、
昭
元
徐
疏
、
昭
八
公
羊
義
疏
〉
。

な
お
、
も
と
邪
心
を
懐
い
て
、
棋
君
の
賊
を
討
つ
に
託
し
た
⑧
の
事
例
と
し
て
、
次
の
ご
と
き
も
あ
る
。
昭
公
十
一
年
に
白
く
(
楚
子
度
は
楚

の
冊
盟
主
。
察
侯
般
(
盤
公
)
は
、
褒
公
三
十
年
に
、
そ
の
君
景
公
を
獄
し
た
賊
で
あ
る
〉
。

〔
経
〕
夏
四
月
丁
巳
、
楚
子
度
誘
ニ
察
侯
般
「

殺
ニ
之
子
申
「

〔
停
〕
楚
子
度
何
以
名
、
組
、
易
矯
紹
レ
之
、
矯
ニ
其
誘
討
一
也
、
此
討
レ
賊

ゆ
る
さ

ゆ
る
さ

不
レ
義
、
君
子
不
レ
予
也
、
〔
注
〕
内
懐
-
一
利
レ
園
之
心
「
而
外
託
レ
討
レ
賊
、
故
不
レ
輿
エ
其
討
官

-17 -

也
、
難
レ
誘
レ
之
則
易
矯
紹
レ
之
、
懐
レ
悪
而
討
、

賊
、
而
責
ニ
其
誘
詐
一
也
、

② 

意
志
の
強
弱
の
問
題
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行
震
に
お
け
る
意
志
の
強
弱
の
問
題
と
じ
て
、
⑥
み
ず
か
ら
欲
す
る
積
極
的
意
志
と
や
む
を
得
、
ざ
る
の
消
極
的
意
志
、
⑮
我
が
意
を
他
に
及

ぼ
す
他
動
的
意
志
と
他
の
意
に
従
う
被
動
的
意
志
、
の
二
づ
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑥
及
と
置
。
外
観
上
、
相
似
た
行
矯
に
も
、
仔
細
に
考
察
す
れ
ば
、
遺
っ
た
動
機
、
異
な
っ
た
意
志
の
存
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
い
わ

ゆ
る
善
事
を
同
じ
く
よ
き
意
志
(
動
機
)
を
も

っ
'て
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
事
を
同
じ
く
る
じ
き
意
志
(
動
機
)
を
も
っ
て
属
し
た
場
合
で

も
、
そ
こ
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
も
の
と
よ
り
消
極
的
な
も
の
と
の
相
違
も
あ
ろ
う
。
よ
き
積
極
的
な
意
志
と
消
極
的
な
意
志
と
を
共
に
善
と

一
括
し
、
あ
し
き
積
極
的
な
意
志
と
消
極
的
な
意
志
と
を
共
に
悪
と
一
概
す
る
の
は
、
徐
り
に
粗
漏
で
あ
る
。
意
志
の
あ
り
方
の
遣
い
に
よ
づ

て
、
善
の
軽
重
・
悪
の
深
浅
が
直
別
さ
れ
る
以
上
、
春
秋
と
し
て
は
意
志
の
積
極
・
消
極
を
厳
し
く
書
き
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
其
の
意
の
如
く
し
て
、
以
て
其
の
善
悪
を
著
わ
す
L

と
の
命
題
に
、
十
分
な
意
味
で
醸
え
う
る
わ
け
で
あ
る
。

春
秋
の

「
及
」
と
「
聾
」
と
の
書
法
は
、

ま
さ
に
こ
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。

み
ず
か
ら
欲
す
る
積
極
的
な
意
志
は
「
及
」
、

や
む
を

隠
公
元
年
に
、

得
、
ざ
る
消
極
的
な
意
志
は
「
壁
」
と
さ
れ
る
。

〔
経
〕
三
月
、
公
於
ニ
抑
制
婁
儀
父
一
盟
ニ
干
昧
「

〔
侍
〕
及
者
何
、
奥
也
、
曾
・
及
・
壁
、
皆
奥
也
、
昌
矯
或
言
レ
曾
、
或
言
レ
及
、
或
言
レ
壁
、

配
猶
一
一
汲
汲
一
也
、
壁
猶
-
一
盟
壁
一
也
、
及
我
欲
レ
之
也
、
聾
不
レ
得
レ

曾
猫
レ
最
也
、
注
、
最
、
来
也
、
百
自
若
-
ユ
中
時
国
部
曾
「
無
エ
他
深
浅
意
一
也
、

〔
注
〕
翠
コ
一
及
壁
一
者
、
明
首
下
随
一
一
意
善
悪
一
而
原
音
之
、
欲
レ
之
者
、
善
重
悪
深
、
不
レ
得
レ
己
者
、
善
軽
悪
鹿
、
所
一
日
以
原
レ
心
定
下
罪
、

及
・
刊
に
よ
っ
て
意
志
の
あ
り
方
が
緋
別
さ
れ
れ
ば
、
行
詩
の
善
悪
の
程
度
も
お
の
ず
か
ら
定
ま
る
で
あ
ろ
う
。
園
式
化
す
る
と
、
左
の
四
〆
つ

己
也
、

の
ケ
ー
ス
と
な
る
。
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付
己
む
を
得
ず
属
し
た
善
事
は
、
善
軽
し
。

仲
己
む
を
得
、
す
寓
し
た
悪
事
は
、
悪
麗
し
。

川
刊
汲
汲
と
し
て
属
し
た
善
事
は
、
善
重
し
。

同
法
汲
と
し
て
箆
し
た
悪
事
は
、
悪
深
し
。

上
耐
の
隠
公
元
年
の
〔
経
〕
公
1r--制
婁
儀
父
一
盟
-
一
子
昧
「
は
刊
の
適
例
で
あ
り
、
徐
疏
は
「
其
の
善
事
に
汲
汲
な
る
を
以
て
、
故
に
善
重
し

と
日
う
な
り
」
と
説
く
。
以
下
、
徐
疏
(
隠
元
)
に
よ
る
と
、

〔
経
〕
公
曾
下
五
日
侯
及
ニ
呉
子
一
子
黄
池
h

哀
公
十
三
年

「
其
の
悪
事
に
汲
汲
な
る
を
以
て
、
放
に
悪
深
し
と
日
う
な
り
」
と
説
く
。

〔
経
〕
春
王
正
月
、
盤
レ
斉
卒
、
昭
公
七
年

〔
経
〕
(
冬
)
府
公
之
弟
辰
、
骨
ニ
来
仲
位
・
石
市
畑
「
出
ニ
奔
陳
「
定
公
十
年

最
後
の
事
例
に
み
え
る
宋
公
の
弟
の
辰
は
、
各
(
定
十
)
、
仲
位
・
石
彊
ら
と
陳
に
出
奔
し
、
春
ハ
定
十
一
)
、
仲
佑
・
石
漏
ら
と
陳
か
ら
篇
に

が
制
の
例
と
さ
れ
、

川
刊
の
例
と
し
て
、

付
の
例
と
し
て
、



入
っ
て
叛
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
出
奔
し
た
時
の
辰
は
、
買
力
者
の
仲
位
に
誘
な
わ
れ
た
巳
む
を
得
ざ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
(
定
十
何

冬
に
は
壁
を
用
い
た
の
に
、
春
に
は

及、注
を可

用陳
71ミ

モち
粛

日 r

く、侵
入
す
る
時
は

み
ず
か
ら
欲
す
る
積
極
的
な
意
志
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
春
秋
は
、

〔
経
〕
春
、
宋
公
之
弟
辰
及
-
一
仲
位

・
石
彊
・
公
子
池
「
自
レ
陳
入
ニ
子
粛
一
以
叛
、
〔
注
〕
辰
言
レ
及
者
、
後
汲
汲
、
紳
曲
レ
坐
レ
童
、

定
公
十
一
年

む
ろ
ん
、
多
く
の
重
臣
と
謀
っ
て
陳
に
出
奔
し
、
陳
か
ら
粛
に
入
っ
て
叛
く
は
、

不
時
で
あ
る
。
故
に
、
冬
の
経
文
で
、
園
名
の
宋
の
字
を

ま
た
春
の
経
文
で
入
を
用
い
て
「
出
ず
る
と
き
も
入
る
と

再
出
し
て
「
悉
く
園
人
を
帥
い
て
去
ら
ん
と
欲
す
る
を
悪
」
と
し
(
定
十
冬
何
注
〉
、

き
も
悪
」

(
桓
十
五
公
羊
停
〉
な
る
こ
と
を
表
わ
し
た
。
こ
の
用
字
法
に
よ
っ
て
、
悪
事
を
な
さ
ん
と
す
る
悪
し
き
意
志
の
有
る
こ
と
を
明
ら
か

さ
ら
に
、
悪
し
き
意
志
の
強
弱
を
及
と
壁
で
書
き
分
け
て
、
悪
の
深
き
と
悪
の
浅
き
と
を
詳
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

春
秋
に
は
及
・
壁
の
用
例
は
枚
翠
に
い
と
ま
な
い
。
左
に
及
の
用
い
ら
れ
た
経
文
の
若
干
を
列
奉
す
る
。

〔
経
〕
夏
、
公
及
ニ
宋
公
一
遇
二
子
清
「

に
し
、

n
w
u
 

〔
注
〕
言
レ
及
者
、
起
ニ
公
要
v
之
、
明
レ
非
ニ
常
週
一
也
、

〔
経
〕
春
二
月
、
公
曾
ニ
紀
侯

・
鄭
伯
「
己
巳
、
及
-一斉侯

・
宋
公
・
街
侯
・
燕
人
一戟、

隠
公
四
年

〔
注
〕
言
レ
及
者
、

明
二
見
我
篤
v
主、

故
得
下
汲
-
面
敗

勝
一
之
文
幻

桓
公
十
三
年

〔
鰹
〕
夏
、
師
及
ニ
斉
師
一
圏
レ
成
、

〔
経
〕
公
及
ニ
斉
侯

・
宋
公
・
陳
侯

・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
「
曾
一
主
世
子
子
首
戴
「

〔
注
〕
言
レ
及
者
、
起
ニ
魯
寅
欲
v
滅
レ
之
、

荘
公
八
年

〔
注
〕
言
レ
及
者
、
因
エ
其
文
一
可
レ
得
レ
見
ニ
汲
汲
一
也
、

〔
疏
〕
及
、
汲
汲
之
文
、
故
隠
元
年
俸
云
、
及
猶
ニ
汲
汲
「
及
我
欲
レ
之
、
然
則
此
言
レ
及
者
、
因
下
曾
エ
王
世
子
一
之
経
凸
得
レ
見
三
魯
侯
汲
ニ
汲
子
贋
桓
-
失
、

傍
公
五
年
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〔
経
〕
秋
、
衛
人
及
レ
扶
盟
、

〔
経
〕

盛
田
萄
林
父
帥
レ
師
、
及
ニ
楚
子
一
戟
二
子
部
「

宣
公
十
二
年

倦
公
三
十
二
年
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〔
粧
〕
春
玉
三
月
、
及
レ
腎
卒
、

⑮
以
と
行
。
及
・
壁
に
類
似
し
た
書
法
に
以
と
行
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
と
我
と
が
行
動
を
共
に
し
た
場
合
、
そ
の
行
動
を
ひ
き
起
こ
し

た
主
盤
的
意
志
が
、
彼
我
い
ず
れ
に
あ
っ
た
か
を
問
題
と
し
、
い
わ
ば
他
動
的
意
志
と
被
動
的
意
志
と
を
書
き
分
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
を
し
て
我
が
意
を
行
な
わ
し
め
た
場
合
を
「
以
L

、
我
を
も
っ
て
彼
の
意
に
従
っ
た
、
つ
ま
り
彼
の
意
を
行
な
っ
た
場
合
を
「
行
」
と
い
う

例
え
ば
、
桓
公
十
四
年

3
8∞
・
。
・
)
、
宋
・
旗
門
・
衛
・
察
・
陳
の
連
合
軍
が
鄭
を
攻
撃
し
た
。
こ
れ
を
春
秋
は
、

定
公
十
年

桓
公
十
四
年

〔
粧
〕
宋
人
以
一
一
斉
人
・
衡
人
・
禁
人
・
陳
人
「
伐
レ
鄭
、

ひ
き

と
。
宋
人
が
斉
人
ら
を
「
以
い
て
し
と
書
い
た
背
景
に
は
、
女
の
ご
と
き
事
情
が
あ
る
。

部

の

女

宋

の

荘

公

は

鄭

の

昭

公

を

追

放

し

て

突

を

立

て

た

(

桓

十

一

年

九

月

)

。

一一×

太

子

忽

(

昭

公

)

賂

を

拒

み

、

J
え
っ
て
宋
乞
，
文
一
め

R

一
(
桓
十
二
平
十
二
月
〉
。
怒
っ
た
宋
の
荘
公
は
、

=

カ

」

J

f

-

鄭

荘

公

と

結

び

、

四

闘

を

ひ

き

い

て

鄭

を

伐

つ

に

至

っ

た

(

桓

十

四

年

十

二

月

)

。

要

す

る

に

、

一一x

突
(
腐
公
)
ん
と
欲
し
た
の
は
宋
で
あ
り
、
四
闘
を
動
か
し
た
の
は
宋
の
意
志
で
あ
る
。

=
〔
宋
の
外
釘
で
あ
る
〕

宋

の

女

従

い

、

宋

の

意

志

を

行

な

っ

た

に

す

ぎ

な

い

。

に
、
春
秋
は
っ
以
」
を
用
い
た
。
こ
れ
に
つ
レ
て
、
公
羊
停
・
何
休
注
に
、
日
く
、

と
こ
ろ
が

突
は
宋
の

斉
な
ど
四
園

- 20ー

鯨
を
伐
た

四
国
は
宋
の
意
志
に

意
志
の
あ
り
方
の
こ
の
相
遣
を
緋
別
す
る
た
め

〔
注
〕
以
レ
己
従
レ
人
日
レ
行
、

号
一
ロ
ヨ
四
国
行
ニ
宋
意
一
也
、
宋
前
納
レ
突
求
レ
賂
、

故
宋

突
背
レ
恩
伐
レ
宋
、

〔
惇
〕
以
者
何
、
行
ニ
其
意
一
也
、

結
ニ
四
圃
一
伐
レ
之
、
四
園
本
不
レ
起
レ
兵
、
首
三
分
一
一
別
之
「
故
加
レ
以
也
、
・

春
秋
に
は
こ
の
用
例
は
数
多
く
見
え
る
。
そ
の
う
ち
若
干
を
左
に
列
島
争
す
る
。

〔
経
〕
公
以
ニ
楚
師
一
伐
レ
湾
、
取
レ
穀
、
〔
注
〕
言
レ
以
者
、
行
-
丞
意
「
別
】
丞
兵
一
也
、

〔
経
〕
途
以
ニ
夫
人
婦
菱
「
至
レ
白
レ
湾
、
〔
注
〕
言
レ
以
者
、
見
レ
行
エ
途
意
一
也
、

〔
鰹
〕
僑
如
以
ニ
夫
人
婦
菱
氏
「
至
レ
自
レ
湾
、

桓
公
十
四
年

倍
旧
公
二
十
六
年

宣
公
元
年

成
公
十
四
年



〔
経
〕
劉
子
・
翠
子
以
一
主
猛
一
、
居
=
平
J

皇「

〔
注
〕
不
エ
血
苧
レ
猛
翁
v
重
者
、
時
猛
尚
幼
、
以
ニ
二
子
潟
計
v
勢
、
故
加
レ
以
、
以
者
、
行
-
二
一
子
意
-
僻
也
、

昭
公
二
十
二
年

〔
経
〕
察
侯
以
z
呉
子
及
ニ
楚
人
「
戟
エ
子
伯
菖
「

〔
注
〕
言
レ
以
、
明
ニ
矯
レ
察
放
一
也
、
奥
エ
桓
十
四
年
一
同

四

以
上
の
ご
と
く
、
春
秋
は
行
矯
に
お
け
る
意
志
を
重
視
し
、
そ
の
有
無
を
更
に
そ
の
あ
り
方
を
審
麗
し
て
、

る
。
畢
寛
、
行
矯
は
意
志
の
問
題
に
穂
過
さ
れ
、
意
志
の
善
悪
が
そ
の
ま
ま
行
局
の
善
悪
を
決
定
す
る
。

る
、
殿
し
く
道
徳
的
な
判
断
で
あ
る
。

定
公
四
年

そ
れ
を
根
擦
に
善
悪
を
論
定
す

評
債
の
根
壊
を
意
志
の
み
に
求
め

し
か
ら
ば
、
何
故
、

そ
れ
ほ
ど
に
意
志
を
重
視
し
、
意
志
の
み
を
追
求
す
る
の
か
。
春
秋
に
あ

っ
て
は
、
意
志
は
す
ぐ
れ
て
償
値
概
念
で
あ

る
。
よ
き
意
志
は
そ
れ
自
櫨
慣
値
で
あ
り
、
無
制
約
的
に
善
と
さ
れ
、
あ
し
き
意
志
は
そ
れ
自
髄
非
慣
値
で
あ
り
、
断
固
と
し
て
禁
組
さ
る
べ

- 21-

き
も
の
で
あ
る
か
ら
:
:
::・
。

も
し
、

い
か
に
し
て
そ
れ
を
論
聾
す
る
の
か
。

よ

き

意

志

が

そ

れ

白

樺

債

値

な

ら

ば

、

論

語

、の
た
め
に
い
か
な
る
書
法
が
用
意
さ
れ
て
い

よ
き
意
志
の
あ
る
場
合
(
あ
し
き
意
志
の
場
合
は
次
節
に
て
〉
、
考
え
ら
れ
う
る
ケ

i
ス
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ

る
の
で
あ
ろ
う。

、
つ
・
-
、
、

1
u
v

，
ず

J
h
L
V

る。
よ
き
意
志
が
①
外
的
動
作
と
な

っ
て
付
よ
き
結
果
を
、
あ
る
い
は
白
あ
し
き
結
果
を
招
く
(
行
局
の
終
了
)
。

る
ハ
行
潟
の
中
断
〉
。
①
よ
き
意
志
が
現
質
的
な
動
作
と
な
ら
な
い
(
行
潟
の
未
着
手
)
。

類
別
し
た
ケ

l
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
春
秋
の
筆
法
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、

②
そ
の
動
作
が
中
途
で
挫
折
す

よ
き
意
志
を
そ
れ
じ
た
い
償
値
と
す
る
論
理
が
解
明
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

257 

①
行
局
の
彩
了

ハ
円
よ
き
結
果
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よ
き
意
志
に
よ
る
行
動
が
、

よ
き
結
果
を
も
た
ら
せ
ば
、
吐
曾
か
ら
稽
讃
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
春
秋
は
、
結
果
の
た
め
で
な
く
、
よ
き

意
志
の
故
に
「
其
の
意
の
如
く
L

に
書
し
て
、

そ
の
行
震
を
表
彰
す
る
。
こ
れ
は
既
に
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

。
あ
し
き
結
果

よ
き
意
志
に
よ
る
行
動
が
、
あ
し
き
結
果
を
招
け
ば
、
一
般
に
は
悪
事
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
意
志
の
み
を
評
慣
の
封
象
と

よ
き
意
志
の
故
に
善
と
し
て
稽
揚
す
る
。
例
え
ば
、
文
公
二
年
に
、

。せ

〔
注
〕
盟
不
レ
日
者
、
欲
三
共
盟
謙
二
十問
臣
「
雌
レ
不
レ
能
レ
談
、

す
る
立
場
は
、
結
果
の
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、

〔経
〕
夏
六
月
、
公
孫
殻
曾
ニ
宋
公

・
陳
侯

・
鄭
伯

・
晋
土
穀
「
盟
ニ
子
霊
欽
「

猫
矯
レ
疾
レ
悪
故
也
、
褒
輿
ニ信
解
一
也
、

(
荘
十
三
公
羊
停
)
。

曾
盟
に

「
夏
六
月
」
と
し
て
日
を
書
か
な
い
の
は
、

ゆ
る

「
褒
め
て
信
辞
を
興
し
た
」
の
で
あ
る
、

，と
い
う。

魯
の
公
孫
敷
は
宋
公
以
下
と
盟

っ
て

楚
の
商
臣
(
世
子
商
臣
が
そ
の
君
成
王
党
を
制
糾
し
た
乙
と
文
公
元
年
に
見
ゆ
)
を
訣
そ
う
と
し
て
義
兵
を
お

-22一

こ
し
た
。
だ
が
商
臣
の
鋭
鋒
に
敵
せ
ず
、
人
命
と
物
資
の
い
た
ず
ら
な
精
耗
に
終
わ
っ
た
。

圃
を
善
と
す
る
春
秋
は
、
垂
欽
の
曾
に
信
僚
を
寓
し
て
こ
れ
を
表
彰
す
る
。

し
か
し
、
悪
を
疾
み
義
を
な
さ
ん
と
し
た
そ
の
意

ま
た
、
成
公
十
八
年
に
、

〔
鰹
〕
十
有
二
月
、

仲
孫
蔑
曾
-
一
斉
侯

・
宋
公

・
衛
侯

・
制
婁
子
・
斉
雀
符
「
同
-
一
盟
子
虚
打
「

魚
石
「
故
善
而
局
一
一
信
僻
「

ひ
せ

〔
注
〕
不
レ
日
者
、
時
欲
z
行
レ
義
矯
レ
宋
芦

諸
侯
は
宋
の
た
め
に
逆
臣
魚
石
を
訣
し
義
を
行
な
わ
ん
と
し
た
。
結
局
、
魚
石
を
諒
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え

っ
て
魚
石
を
庇
護
す
る
楚
の

横
暴
に
屈
し
た
(
成
十
八
、

裟
元
公
羊
体
・
注
)
。
だ
が
春
秋
は
、
そ
の
よ
き
意
闘
を
顕
彰
す
る
た
め
、
虚
打
の
曾
盟
に
日
を
書
せ
ず
、
月
の
み
を

書
し
て
信
僻
を
な
し
た
。

右
の
ニ
例
は
、
結
果
的
に
は
失
態
で
あ

っ
た
の
に
、
そ
の
よ
き
意
園
の
た
め
春
秋
の
稽
揚
す
る
所
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、

ィ
ピ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
、
訟
の
戟
に
惨
敗
し
た
宋
の
裏
公
へ
の
紹
讃
が
あ
る
。
。
市

」
の
評
債
の
テ



〔
経
〕
冬
十
有
一
月
、
己
巳
朔
、
宋
公
及
エ
楚
人
一
戟
ニ
子
部
「
宋
師
敗
績
、

正
也
、
何
正
爾
、
宋
公
奥
-
-
楚
人
-
期
、
戦
-
一
子
訟
之
陽
一「
楚
人
済
レ
滋
而
来
、
有
司
復
日
、

〔俸〕

春
秋
、

融
附
繁
而
不
レ
殺
者

偏
験
者
日
爾
、

此
其
言
レ朔何、

「
諮
温
三
其
未
-
-
畢
済
-
而
奪
レ
之
」
、
宋
公
日
、

「
不
可
、
吾
閲
レ
之
也
、

君
子
不
レ
厄
レ
人
、

吾
雛
-
-
喪
国
之
徐
「
寡
人
不
レ
忍
レ
行
也
、
」
既
糖
、

「
請
治
s
其
未
ニ
撃
隊
一
而
撃
レ
之
、
」
宋
公
日
、

未
ユ翠
陳
「
有
司
復
日
、

「
不
可
、
吾
聞
レ

之
也
、
君
子
不
レ
鼓
レ
不
レ
成
レ
列
、
」
己
陳
、
然
後
褒
公
鼓
レ
之
、
宋
師
大
敗
、
故
君
子
大
-
-
其
不
v
鼓
レ
不
レ
成
レ
列
、
臨
ニ
大
事
一
而
不
レ
忘
-
一
大
観
「
有
レ
君
而
無
レ
臣
、

以
同
局
雄
--文
王
之
戦
「
亦
不
レ
過
レ
此
也

俸
公
二
十
二
年

春
秋
は
、
偏
戟
な
ら
ば
日
を
書
き
、
詐
戟
な
ら
ば
月
を
書
く
を
義
例
と
す
る
(
隠
六
何
注
)
。
偏
戟
と
は

「日
を
結
び
地
を
定
め
、

お
の
お
の

一
面
に
居
り
、
鼓
を
鳴
ら
し
て
戟
い
、
あ
い
詐
ら
ざ
る
」
を
い
う

(
桓
十
何
注
)
。
訟
の
戟
は
偏
戟
で
あ
る
。

はわか

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
更
に
重
ね
て
「
朔
L

と
。
そ
れ
は
「
春
秋
、
辞
繁
に
し
て
殺
か
ざ
る
は
正
な
り
」。

「
正
道
を
得
て
も

っ
と
も
美
わ
し
き
も
の
」
と
し
(
億
二
十
二
何
注
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
の
書
法
を
用
い
た
。

死
生
興
亡
の
「
大
事
に
臨
ん
で
大
躍
を
忘
れ
ず
」
〈
趨
の
重
ん
ず
る
所
は
、
其
の
志
に
在
り
|
繁
露
玉
杯
)
、
「
人
を
阿
に
困
し
め
る
」
に
忍
び
ず
、

「
い
ま
だ
陳
列
を
成
さ
ざ
る
も
の
を
攻
め
」

ょ
う
と
し
な
か
っ
た
宋
裏
の
仁
を
、
公
羊
撃
は
、

故
に
鰹
文
に

「
己
巳
」
と
日
が
書

つ
ま
り
、

訟
の
戟
を

-23ー

多
君
子
の
仁
。
と
稽
え
る
。

一
般
に
は
、
力
が
す
べ
て
を
決
す
る
戟
陳
に
お
い
て
仁
を
固
執
し
、
た
め
に
敗
績
し
た
現
質
的
迂
遠
が
噌
笑
さ
れ
、
多
く
の
将
兵
を
死
傷
さ

と
郷
撤
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
公
羊
説
の
心
情
倫
理
は

/
/
 

(
億
二
十
三
穀
梁
停
〉
と
宋
裏
の
そ
れ
を
真
向
か
ら
否
定

せ
た
人
君
の
責
務
が
追
求
さ
れ

(左
氏
翠
・
穀
梁
謬
)
、

宋
嚢
の
仁
は
タ
婦
人
の
仁
。

ー
例
え
ば
「
人
君
と
矯
り
て
其
の
師
を
棄
つ

其
の
民
た
れ
か
以
て
君
と
箆
さ
ん
や

す
る
見
解
に
謝
し
て
、

「
君
子
去
レ
仁
、
悪
乎
成
レ
名
、
造
次
必
於
レ
是
、
顕
洲
必
於
レ
是
、
」
未
レ
有
ニ守
レ
正
以
敗
而
悪
v
之
也
、
毅
梁
注
所
引
何
休
毅
梁
夜
夜

と
宋
裏
を
鶴
間
護
す
る
。
結
果
的
に
は
無
惨
な
敗
北
を
喫
し
た
が
、
そ
の
仁
|
|
心
的
態
度
の
崇
高
の
故
に
、

孔
子
日
、

「
文
王
の
戟
と
い
え
ど
も
こ
れ

に
過
、
ぎ
ず
」
と
ま
で
紹
讃
す
る
の
が
、
公
羊
撃
の
立
場
で
あ
る
。
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よ
き
意
志
|
|
賊
を
伐
と
う
と
し
た
義
(
文
二
、
成
十
八
〉、

人
を
脆
に
困
し
め
る
に
忍
び
な
い
仁
(
傍
二
十
二
〉

|
|
の
前
に
は
、

さ
て
、

敗
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戟
に
よ
る
人
君
の
責
任
も
問
わ
れ
な
い
。
し
か
ら
ば
、
臣
下
が
君
を
無
み
し
法
を
犯
す
結
果
を
生
じ
た
場
合
、

公
羊
撃
は
概
し
て
君
臣
開
係
を
き
び
し
く
律
す
る
。
何
休
の
ご
と
き
は
、
「
君
、
君
た
ら
ず
と
難
も
、

(
玄
六
注
)
と
一
方
的
な
犠
牲
道
徳
と
し
て
の
忠
を
説
く
こ
と
す
ら
あ
る
。
「
大
-
二
統
こ

論
づ
け
る
公
羊
は
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

臣
以
て
臣
た
ら
、
芯
る
べ
か
ら
ず
」

(
際
一
苅
公
羊
侍
)
の
形
で
君
主
の
直
線
的
支
配
を
理

大
夫
無
ニ
途
事
「

桓
公
八
年
、
荘
公
十
九
年
、
傍
公
三
十
年
、
褒
公
二
・
十
二
年

定
公
元
年

大
夫
之
義
、
不
レ
得
ニ
専
執
-
也
、

と
、
大
夫
の
専
行
植
を
否
定
し
、
臣
下
の
濁
断
を
戒
し
め
る
。
し
か
る
に
、
宣
公
十
五
年
に
、
日
く
、

〔
経
〕
夏
五
月
、
宋
人
及
ニ
楚
人
一
卒
、
〔
停
〕
外
卒
不
レ
書
、
此
何
以
書
、
大
z
其
卒
=
乎
己
一
也
、

卒
ニ
乎
己
「
中
略
故
君
子
大
畠
其
卒
ニ
乎
己
一
也
、
注
、
大
豆
其
有
ニ
仁
恩
「

注
、
己
、
二
大
夫
、

何
大
=
乎
其

d
舎の

#

楚
の
荘
王
は
宋
軍
を
圏
ん
だ
が
、
防
備
が
固
く
勝
を
制
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
司
馬
子
反
が
敵
情
の
偵
察
に
出
向
き
、
折
し
も
楚

軍
の
扶
況
を
う
か
が
う
宋
の
筆
元
と
相
見
え
た
。
子
反
問
う
て
寸
い
か
ん
」
と
。
筆
元
答
え
て
「
子
を
易
え
て
食
ら
い
、
骸
を
析
い
て
炊
ぐ
」

と
。
子
反
日
く
「
無
惨
な
や
/
然
れ
ど
も
我
が
軍
も
七
日
の
糧
を
残
す
の
み
。
此
れ
を
謹
し
て
勝
た
ざ
れ
ば
、
舗
り
去
ら
ん
と
す
」
と
。
雨
入

「
外
、
卒
ぐ
を
書
せ
ざ
る
L

は
春
秩
の
義
例
で

錆
し
て
去
る
。

l
!願
末
を
聞
い
て
怒
っ
た
荘
王
も
、
七
日
の
後
、
や
む
な
く
軍
を
引
い
た
。

よ
し

あ
る
。
だ
が
雨
人
に
よ
る
和
卒
を
大
と
す
る
春
秩
は
「
宋
人
(
華
元
)
、
鎧
人
(
司
馬
子
反
)
と
卒
ぐ
」
と
特
に
書
し
た
、
と
い
う
。

何
故
、
ニ
大
夫
に
よ
る
和
卒
を
是
認
し
、
君
主
を
無
覗
し
た
専
断
を
問
題
と
し
な
い
の
か
。
公
羊
も
長
文
の
俸
を
護
し
た
が
、
董
仲
釘
も
詳
・

論
し
て
い
る
。
日
く
、

司
馬
子
反
矯
ニ
其
君
一
使
、
躍
ニ
君
命
一
興
レ
敵
情
、
従
一
一
其
所
v
請
輿
レ
宋
卒
、
是
内
専
レ
政
而
外
撞
レ
名
也
、
専
レ
政
則
軽
レ
君
、
撞
レ
名
則
不
レ
臣
、

而
春
秋
大
レ
之
、
実
由
哉
、
目
、
矯
草
其
有
=
惨
恒
之
恩
「
不
レ
忍
下
餓
二
国
之
民
「
使
中
之
相
食
品
・
推
レ
恩
者
遠
之
而
大
、
露
レ
仁
者
自
然
而

美
、
今
子
反
出
ニ
己
之
心
「
持
エ
宋
之
民
「
無
レ
計
ニ
其
間
「
故
大
レ
之
也
、
難
者
日
、
略
目
、
上
略
今
子
反
往
親
レ
宋
、
聞
ニ
人
相



食
「
大
驚
而
哀
レ
之
、
不
レ
意
=
一
之
至
ニ
於
此
一
也
、
是
以
心
骸
自
動
而
遺
ニ
常
瞳
「
瞳
者
庶
ニ
於
仁
「
文
質
而
成
レ
櫨
者
也
、

失
ニ
其
仁
「
安
著
ニ
其
檀
「
方
レ
救
ニ
其
質
「

薬
価
ニ
其
文
「
故
日
、
「
嘗
レ
仁
不
レ
譲
、
」
此
之
謂
也
、
下
略

今
使
ニ
人
相
食
「
大

繁
露
竹
林

民
の
餓
え
て
相
食
ら
う
を
聞
い
て
、

し
L 

心
痛
み
窮
肢
の
解
消
を
願
う
は

「
人
の
情
」
で
あ
る
。
子
反
の
措
置
|
|
惨
般
に
驚
き
「
其
の
容
を
失

「
其
の
聞
を
計
る
な
く
L

し
て
な
さ
れ
た
専
断
に
非
難
可
能
性
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仁
を
行
な
う
に
急
で
あ
っ
た
、
そ
の
心
情
を
稿
讃
す

べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
。

公
羊
停
|
|
董
仲
野
の
見
解
に
は

力
の
否
定
(
春
秋
之
所
レ
悪
者
、
不
レ
任
レ
徳
市
任
レ
力
)

す
る
で
あ
ろ
う
〈
繁
露
竹
林
・
王
道
、
文
十
八
、
傍
十
九
)
。

が
、

や
重
民
思
想
(
害
レ
民
之
大
者
、

悪
之
大
也
)
も
底
流

さ
れ
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
政
を
専
ら
に
す
る
」

に
至
っ
た
あ
し
き
結
果
を
死
角
に
視
し
て
、

よ
き
意
志
の
故
に
そ
の
行
震
を
是
認
す
べ
き
を

純
粋
な
動
機
の
前
に
は
君
臣
の
倫
理
も
百
歩
を
譲
る
べ
し
と

「
君
を
軽
ん
じ
」

強
調
す
る
。

戸
ヘ
リ
V

の，
u

君
主
を
無
視
し
た
専
断
を
、
動
機
主
義
の
立
場
か
ら
可
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
例
え
ば
後
漢
書
に
も
引
か
れ
、

鍾
離
意
日
、
昔
華
元
・
子
反
、
楚
宋
之
良
臣
、
不
レ
票
ニ
君
命
「
撞
卒
三
一
閤
「
春
秋
之
義
、
以
震
ニ
美
談
「

と
、
春
秋
の
正
統
的
解
樺
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

②
行
震
の
中
断

純
粋
な
動
機
、
よ
き
志
向
に
も
と
づ
く
行
動
も
、
必
ず
し
も
完
了
に
至
ら
な
い
。
熱
意
の
消
滅
、
方
法
の
拙
劣
な
ど
の
た
め
、

み
ず
か
ら
断

念
し
た
場
合
は
、
行
矯
者
じ
し
ん
が
責
に
任
ず
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、
他
者
の
妨
害
、
本
人
の
死
亡
な
ど
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
、
中

途
で
断
紹
し
た
場
合
で
あ
る
。
行
震
が
完
了
す
れ
ば
、
稽
】
讃
を
博
し
た
で
あ
ろ
う
善
事
が
、
中
断
せ
し
め
ら
れ
た
が
故
に
、
よ
き
意
志
が
判
然

行
掲
の
挫
折
の
た
め
よ
き
意
志
が
埋
捜
し
、

王
望
停

時

春
秋か
はえ
し、っ

かて
に 悪
し罵
亨を
~ ~ 

22 
主万
曇か
11:.、 才コ

主な

霊ど
す l
るス
の孔

Z受
予 6&、。

せ
ず
、

曲
解
さ
れ
る
お
そ
れ
あ
る
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春
秋
に
お
レ
て
は
、

よ
き
意
志
は
無
篠
件
的
に
債
値
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

よ
き
意
志
は
、
現
買
に
は
貫
現
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、

理
念
の
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園
家
に
お
い
て
は
そ
の
慣
値
性
が
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
賞
の
歴
史
を
存
在
の
世
界
と
み
る
な
ら
ば
、
理
念
の
閤
家
は
嘗
震
の
世
界
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
債
値
は
債
値
と
し
て
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
非
債
値
は
非
債
値
と
し
て
躍
し
く
排
斥
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
春
秋
は
、
「
事
に
託
し
て
義
を
張
り
」
歴
史
を
か
り
た
理
念
の
書
、
で
あ
っ
た
。
春
秩
の
構
想
す
る
の
は
嘗
震
の
世
界
、
理
念

の
岡
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
質
の
歴
史
H
質
に
お
い
て
質
現
さ
れ
な
か
っ
た
よ
き
意
志
は
、
春
秋
の
文
H
理
念
の
岡
家
に
お
レ
て
成
就
さ
れ
、
債
値
は
正
し
く
慣
値
と

し
て
の
地
歩
を
興
え
ら
れ
る
。
行
動
そ
の
も
の
が
質
に
お
い
て
中
断
さ
れ
た
場
合
、
よ
き
意
志
を
ば
春
秋
の
文
に
お
い
て
成
就
さ
せ
、
以
て
そ

の
債
値
性
を
立
詮
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
が
「
其
の
意
を
成
す
」
の
書
法
で
あ
る
。

行
矯
の
中
断
し
た
時
、
患
に
「
其
の
意
の
如
く
」
に
書
し
て
よ
き
意
志
を
表
わ
す
よ
り
も
、
理
念
の
園
家
H
春
秋
の
文
に
お
い
て
「
其
の
意

を
成
す
」

1
ー
そ
の
よ
き
意
志
を
成
就
さ
せ
る
な
ら
ば
、
よ
き
意
志
が
そ
れ
じ
た
い
慣
値
で
あ
る
と
の
主
張
は
、

(
春
秋
の
文
と
貨
と
に
つ
い
て
は
崎
市
元
・
ニ
・
十
四
、
文
十
四
、
宣
十
一
、
定
元
〉
。

一
そ
う
は
っ
き
り
瞬
間
詮
さ
れ

-26-

る
で
あ
ろ
う
。

A 

其
の
意
を
成
す

行
矯
の
挫
折
の
た
め
、

「
其
の
意
を
成
し
」
て
顕
彰
せ
ん

よ
き
意
志
が
貫
現
さ
れ
な
い
の
み
か
、
埋
夜
し
曲
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
、

と
す
る
書
法
と
論
理
は
、
際
公
の
即
位

l
譲
闘
の
意
志
ー
を
め
ぐ
っ
て
、
執
劫
な
ま
で
に
繰
り
か
え
さ
れ
る
。

周
の
卒
王
四
十
九
年
(
隠
公
元
年
)
、
魯
の
葱
公
を
縫
い
だ
の
が
隠
公
で
あ
る
。
既
述
の
ご
と
く
、
春
秩
の
義
例
は
、
試
せ
ら
れ
た
君
を
縫
い

で
立
て
ば
「
公
卸
位
」
を
書
か
な
い
。
恵
公
は
試
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
隠
公
に
は
「
公
即
位
」
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
、

〔
鰹
〕
元
年
、
春
王
正
月
、
際
公
元
年

と
。
正
月
、
隠
公
の
即
位
の
植
の
行
な
わ
れ
た
の
は
事
買
で
あ
る
(
隠
元
注
・
疏
〉
の
に
、

「
公
即
位
」
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

公
羊
は
俸
を
費
し
て
日
く
、

i¥ 

縛
¥...J 

(
隠
〉
公
何
以
不
レ
一
吉
田
ニ
即
位
「
成
=
公
意
一
也
、

〔
注
〕
以
下
不
レ
有
エ
正
月
一
而
去
弘
即
位
h

知
ま其
成
ユ
公
意
-
、

何
成
二
乎
公
之
意
「
公
終
草



卒
レ
園
而
反
=
之
桓
「
昌
矯
反
ニ之
桓
「
桓
幼
而
貴
、

ひ
き
テ

大
夫
抜
レ
隠
而
立
レ
之
、
際
於
レ
是
鷲
而
僻
レ
立
、
則
未
レ
知
z
桓
之
将
エ
必
得
v
立
也
、

不
官
能
レ
相
ニ幼
君
「
故
凡
隠
之
立
、
震
レ
桓
立
也
、
〔
注
〕
凡
者
、
凡
上
所
レ
慮
ニ
事
、

際
長
而
卑
、

其
篤
ニ
愈
卑
一
也
徴
、

〔
注
〕
母
倶
駿
也
、

隠
長
夫
賢
、

諸

国
人
莫
レ
知
、

A
n
u
-
ν
 

〔
注
〕
是
時
公
子
非
二
、

E
如
桓
立
、
則
恐
=諸
大
夫
之

皆
不
レ
可
、
故
於
レ
是
己
立
、
欲
下
須
-
-
桓
長
大
一
而
録
上
レ
之
、
故

日
=
潟
レ
桓
立
「
明
其
本
無
ニ
受
レ
閣
之
心
「
故
不
レ
書
=
卸
位
「
所
三以
起
ニ
其
綾
子
也
、

隠
長
又
賢
、
何
以
不
レ
宜
レ
立
、

立
レ
遁
以
レ
長
、

不
レ
以
レ
賢
、

立
レ
子
以
レ
貴
、

不
ν
以
レ
長
、
下
略

際
公
元
年

恵
公
の
嘉
じ
た
時
、
適
夫
人
に
子
が
な
く
、
諸
大
夫
は
隠
公
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
隠
公
に
は
位
に
卸
く
の
意
志
な
く
、
固
辞
し
た
。

「
子
を
立
つ
る
に
貴
を
以
て
し
、
長
を
以
て
せ
ず
」

、
す
な
わ
ち
、
適
夫
人
に
子
の
な
い
時
、
右
駿
の
子
を
立
て
、
右
股
に
子
が
な
け
れ
ば

左
駿
の
子
を
、
左
峻
に
子
が
な
け
れ
ば
適
姪
梯
、

さ
ら
に
右
腕
収
姪
錦
、
左
駿
姪
婦
の
子
を
立
て
る
。
王
位
纏
承
に
ま
つ
わ
る
紛
争
防
止
の
た
め

定
め
ら
れ
た
趨
制
で
あ
る
(
隠
元
何
注
)
。
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際
公
は
左
駿
の
子
、
桓
公
は
右
駿
の
子
(
隠
元
何
注
〉
、
桓
公
を
お
い
て
隠
公
が
立
つ
の
は
趨
の
精
神
に
反
す
る
。

ぜ
ざ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
隠

・
桓
の
等
卑
は
徴
差
、
桓
公
は
幼
少
の
た
め
、

際
公
の
園
を
受
け
る
を
肯

諸
大
夫
は
す
で
に
冠
し
て
賢
な
る
際
公
の
卸
位
を
強
く
望
ん

だ
。
も
し
隠
公
が
拒
否
す
れ
ば
、
群
公
子
の
う
ち
果
し
て
桓
公
が
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
い
な
か
、
諸
大
夫
が
幼
な
い
桓
公
を
輔
佐
し
て
ゆ
く

か
ど
う
か
。
情
勢
を
憂
慮
し
た
隠
公
は
、
機
道
と
し
て
己
が
即
位
し
て
園
家
を
安
定
さ
せ
、
桓
公
の
成
長
を
ま
っ
て
譲
位
し
よ
う
と
意
園
し
た

お

さ

か

え

「
隠
公
の
立
っ
た
の
は
桓
公
の
た
め
」
で
あ
り
、
「
園
を
卒
め
て
桓
公
に
反
さ
ん
」
と
し
た
、
と
い
う
の
が

ハ
繁
露
竹
林
・
王
道
〉
。
要
す
る
に
、

公
羊
撃
の
耽
況
設
定
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
即
位
し
て
十
一
年
ミ
ロ
∞
・
の
・
)、
際
公
は
試
殺
さ
れ
、
園
を
譲
る
の
事
は
貫
一
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。
園
を
譲
る
の
事
は
質
現
し

な
か
っ
た
が
、
園
を
議
ら
ん
と
し
た
よ
き
意
志
は
、
春
秋
の
文
に
よ

っ
て
成
就
さ
れ
、
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

よ
き
意
志
を
成
就
せ
し
め
る
た
め
、
春
秋
は
五
回
に
わ
た

っ
て
特
別
の
筆
法
を
用
レ
る
。
公
羊
は
そ
の
つ
ど
俸
を
護
し
て
、

」
れ
は
「
公
の
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意
を
成
す
」

!
l
'隠
公
の
譲
園
の
意
志
を
成
就
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
強
調
す
る
。



2臼

上
掲
の
元
年
正
月
の
経
文
に
、

「
公
即
位
」
を
書
か
な
い
の
が
、
そ
の
第

一
で
あ
る
。

公
羊
俸
に
「
公
、
何
を
以
て
卸
位
を
言
わ
ざ
る
や
。
公
の
意
を
成
さ
ん
と
な
り
。
云
云
」
と
。
際
公
に
は

「
も
と
園
を
受
く
る
の
心
な
し
、

故
に
印
位
を
書
せ
ず
L

こ
れ
に
よ
っ
て
園
を
譲
ら
ん
と
す
る
意
志
を
説
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
、

(
隠
元
注
)
。

と
何
休
は
云
う
。

そ
の
第
二
は
、
元
年
七
月
の
書
法
で
る
る
。

〔
組
〕
秋
七
月
、
天
王
使
z
宰
喧
来
錦
ニ
恵
公

・
仲
子
之
晴「

〔
胸
骨
〕
上
略
仲
子
者
何
、
垣
(
公
〉
之
母
也
、
何
以
不
レ
稽
ニ

夫
人
「
桓

未
レ
君
也
、
中
賂
桓
未
レ
君
、
則
諸
侯
昌
馬
来
照
レ
之
、
隠
(
公
)
矯
レ
桓
立
、
故
以
ニ
桓
母
之
喪
「
告
エ
子
諸
侯
「
然
則
何
言
爾
、
成
エ
公

意
一
也
、
〔
注
〕
傘
-
-
貫
一
組
母
「
以
下
赴
エ
告
天
子
諮
侯
「
彰
ニ
一
但
笛
v
立
、
得
土
事
之
宜
h

故
善
而
番
二
仲
子
「
所
下
以
起
ニ
其
意
「
成
品
市
其
賢
μ

「
恒
公
の
矯
に
立
っ
た
」
隠
公
は
、
桓
公
の
母
・
仲
子
を
等
び
、
夫
人
の
盟
に
準
じ
て
、
天
子
・
諸
侯
に
そ
の
喪
を
赴
告
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
桓
公
の
嘗
に
立
つ
べ
き
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
春
秋
は
そ
れ
を
善
と
し
て
「
仲
子
し
と
書
い
た
。
こ
の
書
法
は
「
公
の
意

を
成
す
」

l
l隠
公
の
譲
園
の
意
志
を
成
就

e

せ
し
め
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
、
と
い
う
。

第
三
は
、
隠
母
の
卒
葬
に
つ
い
て
の
書
法
で
あ
る
ぴ

- 28一

(
二
年
)
十
有
二
月
、
乙
卯
、
夫
人
子
氏
亮
、
〔
停
〕
夫
人
子
氏
者
何
、
隠
公
之
母
也
、
何
以
不
レ
書
レ
葬
、
成
エ
公
意
一也
、
何

成
エ
乎
公
之
意
ぺ
子
持
レ
不
ニ
彩
矯
v
君
、
故
母
亦
不
z
終
局
一
一
夫
人
一
也
、
〔
注
〕
時
限
公
卑
一
一
周
其
母
「
不
下
以
-
-
夫
人
積
一
務
川
上
レ
之
、

〔
経
〕

以
-
一
妥
趨
一
一
葬
レ

之
、
以
下
手
一
下
恒
母
「
無
エ
柑
和
国
府
レ
君
之
心
「
得
中
事
之
宜
h

故
普
而
不
レ
番
レ
葬
、
所
下
以
起
エ
其
意
一
而
成
申
其
賢
h

際
公
二
年

隠
公
は
己
じ
し
ん
絡
に
君
た
ら
ざ
ら
ん
と
し
た
の
で
、
母
の
子
氏
が
卒
し
た
時
、
妾
の
植
を
も
っ
て
葬
り
、
夫
人
の
韓
日
園
君
の
母
た
る
鵡
式
を

用
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
善
と
す
る
春
秋
は
〈
卒
と
葬
と
を
書
け
ば
夫
人
の
離
と
な
る
の
で
)
、
子
氏
の
卒
を
一
記
す
る
の
み
で
、
葬
を
書
い
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
葬
を
書
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
公
の
意
を
成
す
」
|
|
隠
公
の
位
を
譲
ら
ん
と
し
て
い
た
意
志
を
成
就
せ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
仲
子
の
廟
を
作
っ
た
こ
と
の
記
録
で
あ
る
。

際
公
は
、

五
年
九
月
に
、
桓
公
の
母
・
仲
子
の
宮
廟
を
立
て
た
。
夫
人
の
謹
で
あ
る
。
生
前
の
仲
子
は
右
駿
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、

そ
の
子



桓
公
は
ま
だ
卸
位
し
て
い
な
い
。
通
常
な
ら
ば
妾
瞳
を
も

っ
て
遇
す
る
所
で
あ
る
。
だ
が
「
桓
公
の
震
に
立
っ
た
」
と
の
意
識
は
、
桓
公
の
矯

に
そ
の
母
を
曾
び
廟
を
立
て
て
祭
っ
た
。
桓
公
の
立
つ
べ
き
を
彰
ら
か
に
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
を
善
と
す
る
春
秋
は
、

〔
鰹
〕
(
五
年
〉
九
月
、
考
ニ
仲
子
之
宮
づ

其
母
一
也
、
然
則
何
言
爾
、
成
エ
公
意
一
也、

桓
(
公
)
未
レ
君
、
則
局
露
祭
エ
仲
子
「
隠
(
公
)
矯
レ
桓
立
、

〔
注
〕
等
エ
桓
之
母
一
時
局
立
レ
廟
、
所
三
以
彰
-
一
桓
嘗
v
立
、
得
-一
事
之
宜
「
故
善
而
書
レ
之
、
所
下
以
起
エ
其
意
一

〔
停
〕

故
爵
レ
桓
祭
ニ

上
略

成
主
持
賢
上
也
、

際
公
五
年

と
。
要
す
る
に
、
春
秋
は
「
仲
子
の
宮
(
廟
)
を
考
す
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
隠
公
の
意
志
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う。

第
五
は
、
際
公
二
年
か
ら
十
一
年
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
「
正
月
」
の
二
字
を
去

っ
た
書
法
で
あ
る
。

「
公
の
意
を
成
す
」
|
|
|
園
を
桓
公
に
返
さ
ん
と
し
て
い

桓
公
の
試
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

L
O
L
e
e
 

そ
の
た
め
譲
園
の
事
は
つ
い
に
貫
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
が
、
「
園
を
卒
め

- 29一

際
公
は
、
十
一
年
十
一
月
、

て
桓
公
に
反
さ
ん
」
と
す
る
意
志
に
盛
わ
り
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
上
述
の
四
た
び

の
意
を
成
さ
ん
」
と
し
た
書
法
は
、
譲
園
の
意
志
が
、
初
期
に
は
あ

っ
た
誼
左
と
な
る
も
、
果
し
て
最
後
ま
で
一
貫
し
て
存
し
た
か
ど
う
か、

嫌
疑
な
し
と
し
な
い
。
終
始

一
貫
、
園
を
譲
ら
ん
と
す
る
意
志
の
存
績
し
た
こ
と
は
、
際
公
二
年
か
ら
以
後
、
末
年
ま
で
、
経
文
に
「
正
月
」

(
隠
公
元
年
正
月
・
七
月
、
二
年
、
五
年
〉

の
「
(
隠
〉
公

の
二
字
が
す
べ
て
除
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
聾
さ
れ
る
、
と
公
羊
撃
は
説
く
。

〔

経

〕

〔

俸

〕

(
十
一
年
〉
冬
十
有
一
月
、

月

也

隠
(
公
)
何
以
無
エ
正
月
「
隠
終
レ
譲
ニ
乎
桓
「
故
不
レ
有
ニ
其
正

i

〔
注
〕
嫌
下
上
諸
成
ニ
公
意
「
遁
可
レ
見
ニ
始
談
「
不
必
レ
能
レ
見
レ
彩
、
故
復
局
三
移
籍
去
ニ
正
月
「
明
下
隠
終
無
エ
有
レ
園
之
心
「
但
桓
疑
而
斌
ム
レ
之
、

壬
辰
、
公
亮
、

上
略

「
正
月
」
は
、
君
主
が
「
象
現
を
懸
け
、
数
令
を
出
す
の
月
」
で
あ
る
。

が
、
隠
公
に
は
譲
園
の
意
あ
る
が
故
に
、
「
二
年
よ
り
以
後
、
際
公
の

きの
・り

篇
を
終
る
ま
で
、
常
に
正
月
を
去
っ
て
、
以
て
之
を
見
わ
し
」
た
の
で
あ
り
(
隠
元
徐
疏
)
、
「
正
月
を
言
わ
ざ
る
は
、
其
の
志
に
従
っ
て
以
て

あ
り

其
の
事
を
見
わ
し
、
賢
の
志
に
従

っ
て
以
て
其
の
善
を
達
せ
ん
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
繁
露
玉
英
)
。

265 

元
年
に
正
月
を
書
い
た
の
は
「
公
、
時
に
買
に
卸
位
の
誼
を
行
な

ブ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
民
臣
の
心
を
厭
足
さ
せ
る
」
た
め
で
あ
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っ
た
。
し
か
し
、
二
年
か
ら
末
年
ま
で

P
Fを
去
っ
た
の
は
、
元
年
に
「
公
印
位
」
を
去
っ
た
こ
と
な
ど
と
共
に
、

隠
公
元
年
注

以
下
不
レ
有
三
止
月
一
而
去
中
旬
位
h

知
三
其
成
ニ
公
意
「

と
何
休
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
公
の
意
を
成
す
」
|
|
園
を
譲
ら
ん
と
し
て
い
た
隠
公
の
意
志
を
成
就
せ
し
め
る
所
以
の
書
法
と
さ
れ
る
。

以
上
、
隠
公
の
果
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
意
志
を
、
春
秋
は
筆
法
に
よ
っ
て
成
就
せ
し
め
ん
と
す
る
、
と
公
羊
は
五
た
び
繰
り
か
え
し
て
説
く
。

園
を
譲
る
の
事
は
中
途
で
挫
折
し
て
も
、
園
を
譲
ら
ん
と
し
た
意
志
が
春
秋
の
文
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
な
ら
ば
|
|
春
秋
が
「
其
の
(
よ

き
)
意
を
成
す
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
「
其
の
(
よ
き
)
意
の
如
く
」
に
書
す
る
よ
り
も
、
よ
き
意
志
の
償
値
性
の
立
謹
と
し
て
は
、
は
る

か
に
説
得
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

B 

其
の
意
を
致
す
ハ
円

そ
れ
を
矯
そ
う
と
し
た
意
志
を
、
春
秋
の
文
に
お
い
て
成
就
せ
し
め
ん
と
す
る
書
法
で

あ
っ
た
。
こ
の
論
理
を
一
歩
進
め
る
な
ら
ば
、
挫
折
し
た
行
震
を
も
賞
現
さ
せ
て
、
そ
の
(
よ
き
)
意
志
を
成
就
せ
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
に

「
其
の
意
を
成
す
」
は
、
行
震
の
挫
折
し
た
場
合
、

よ
き
意
志
の
債
値
性
の
明
謹
に
は
、
よ
き
意
志
に
よ
る
行
震
の
貫
現
の
提
示
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
か
ら
:
:
:
・
:c

挫
折
し
た
行
局
を
春
秋
の
文
に
お
い
て
賀
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
き
意
志
に
も
と
づ
く
行
局
は
必
ず
貫
現
さ
れ
る
こ
と
を
提
示
し
て
、

よ
き
意
志
が
そ
れ
自
瞳
慣
値
で
あ
る
こ
と
の
確
誼
と
す
る
。
こ
れ
が
「
其
の
意
を
致
す
」
の
筆
法
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
郁
の
曾
に
趣
い

な
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、

た
鄭
伯
が
塑
げ
ら
れ
る
。

鄭
伯
究
原
(
俸
公
)
は
こ
れ
に
参
曾
し
よ
う
と
し
て
、

大
夫
に

嚢
公
七
年

(
g
g
-
P
)、
魯
・
菅
・
宋
な
ど
の
諸
侯
が
織
の
地
に
禽
し
た
。

「
中
聞
は
掃
す
る
に
足
ら
ず
、
楚
に
鈍
す
る
に
忠
か
ず
」
と
強
く
反
謝
さ
れ
た
。
だ
が
盛
夷
の
楚
に
従
う
を
潔
し
と
し
な
い
鄭
伯
は
、
あ
く
ま

中
園
を
慕
っ
て
舎
に
行
こ
う
と

そ
の
た
め
途
中
で
大
夫
に
試
さ
れ
、

操
(
郷
の
邑
)
の
地
で
卒
し
た
。

で
部
の
曾
に
馳
せ
参
じ
よ
う
と
し
た
。

し
た
鄭
伯
の
意
志
を
善
と
す
る
春
秋
は
、

こ
れ
を
書
し
て
、

ゆ
h
q

〔
経
〕
十
有
二
月
、
公
曾
ニ
菅
侯
・
宋
公
・
陳
侯
・
衛
侯
・
曹
伯
・
宮
子
・
制
婁
子
子
部
「
鄭
伯
究
原
如
レ
曾
、
未
レ
見
-
一
諸
侯
「
丙
成
、

~ 30一

卒



子
操
「

「
中
国
不
レ
足
レ
掃
也
、
則
不
レ
若
レ
奥
レ
楚
、
」
鄭
伯
日
、

「
不
レ
可
、
」

A
噂
v，
均

其
大
夫
日
、
「
以
-
ニ
一
中
園
一
矯
レ
義
、
則
伐
-
=
一
我
喪
「
以
-
ニ
一
中
園
-
矯
レ
彊
、
則
不
レ
若
レ
楚
、
L

於
レ
是
棋
レ
之
、
中
略
未
レ
見
-ニ
一
諸
侯
「
其
言
レ
如
レ
曾

何
、
致
-
ニ
一
廿
其
《
意
一
也
、
〔
注
〕
鄭
伯
欲
レ
奥
ニ
中
国
「
意
未
レ
逮
而
見
レ
獄
、
故
壇
賞
途
而
致
レ
之
、
所
=
日
以
遠
-
-
賢
者
之
心
「

〔
停
〕

上
略

鄭
伯
崎
将
レ
曾
ニ
諸
侯
子
部
「
其
大
夫
諌
日

袈
公
七
年

ゆ

「
舎
に
如
く

と
。
鄭
伯
は
曾
に
趣
か
ん
と
し
た
が
果
さ
ず
、
意
い
ま
だ
遂
せ
ず
し
て
道
に
試
せ
ら
れ
た
。
春
秋
は
「
其
の
意
を
致
し
て
」
、

と
書
い
た
。
賢
者
の
心
を
達
す
る
所
以
で
あ
る
。
現
貫
に
は
果
し
得
な
か
っ
た
「
曾
に
如
く
」
の
こ
と
は
、
春
秋
の
文
に
お
い
て
寅
現
さ
れ
、

そ
の
意
志
は
達
成
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
春
秋
繁
露
に
も
(
貌
徳
)
、
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

鄭
俸
公
方
エ来
曾
τ
我
而
道
殺
、
春
秋
、
致
=其
意
「
調
ニ之
如
v
曾、

「
鄭
伯
究
原
如
レ
舎
、
未
レ
見
ニ
諸
侯
「
」
の
経
文
を
、
公
羊
撃
は
「
其
の
意
を
致
す
」
の
書
法
と
解
し
て
い
る
。
が
、

る
と
、
鄭
伯
は
「
未
レ
見
ニ
諸
侯
こ
ー
ー
そ
の
行
矯
は
事
貫
と
し
て
成
就
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
書
し
て
「
如
レ
曾
」
と
|

|
春
秋
の
文
が
行
矯

を

成

就

せ

し

め

て

、

其

の

意

を

達

成

す

る

。

「

成

事

の

文

を

上

に

矯

し

、

不

成

事

の

買

を

下

に

貼

さ
て
、

こ
れ
を
分
解
す

31ー

つ
ま
り

「
其
の
意
を
致
す
」
の
書
法
は
、

す
」
も
の
、

と
云
え
よ
う
(
額
公
十
年
公
羊
通
義
)
。
こ
の
書
法
は
春
秋
に
数
多
く
見
え
る
。
左
に
若
干
例
示
し
て
お
く
。

〔
鰹
〕
公
曾
ニ
衛
侯
子
桃
丘
「
弗
レ
遇
、

葬
ニ
我
君
定
公
「

公
羊
通
義
日
、

「
未
レ
曾
而
言
レ
禽
者
、
致
-
一
本
意
一
也
、
猶
レ
云
下
膏
人
納
ニ
楼
苔
子
制
婁
「
弗
レ
克
レ
納
、
丁
巳
、

雨
不
ま
克
レ
葬
、
皆
翁
-
-
成
事
之
文
於
上
一
、
見
ニ
不
成
事
之
賞
於
下
「
」

あ
た
ハ

〔経
〕
盛
田
人
納
=
接
麓
子
制
婁
「
弗
レ
克
レ
納
、

桓
公
十
年

文
公
十
四
年

〔
経
〕
十
月
己
丑
、
葬
ニ我
小
君
頃
熊
「
雨
不
レ
克
レ
葬
、

宣
公
八
年

〔
鰹
〕
九
月
丁
巳
、
葬
ニ我
君
定
公
「
雨
不
レ
克
レ
葬
、

定
公
十
五
年

③
行
矯
の
未
着
手
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上
述
の
鄭
伯
は
郡
の
曾
に
趣
い
た
が
、
道
に
試
せ
ら
れ
リ
行
震
が
中
断
さ
れ
、
事
は
貫
現
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
春
秋
の
文
が
そ
の
事
を
成

就
さ
せ
「
其
の
意
を
致
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
行
局
の
中
断
で
な
く
、
そ
の
意
あ
り
て
そ
の
事
を
矯
す
能
わ
ず
H
い
ま
だ
行
震
に
着
手
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し
な
か
っ
た
場
合
、
春
秋
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
意
志
を
達
成
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

其
の
意
を
致
す

ω

具
盤
的
な
事
例
と
し
て
、

菅
の
文
公
「
曹
を
侵
す
」
の
筆
法
を
検
討
し
よ
う。

俸
公
二
十
八
年
に
、

〔
停
〕
局
矯
再
一
一
号
一
墨
田
侯
「
非
レ
雨
レ
之
也
、
然
則
何
以
不
レ
言
レ
途
、

A 

〔
控
〕
春
、
菅
侯
侵
レ
曹
、
晋
侯
伐
レ
街
、

来
レ
侵
レ
曹
也
、

未
レ
侵
レ
曹
則

其
言
レ
侵
レ
曹
何
、
致
-
一
其
意
一
也
、
其
意
侵
レ
酋
回
則
易
局
伐
レ
街
、
菅
侯
将
レ
侵
レ
曹
、
恒
三
塗
子
街
「
衛
日
不
レ
可
レ
得
、
則
固
終
レ
伐
レ
之
也
、

〔
注
〕
描
固
有
レ
罪
、
耳
目
文
行
レ
鰯
征
レ
之
、
街
墾
過
不
レ
得
レ
使
-
一
畿
兵
以
レ
時
進
「
故
著
言
レ
侵
レ
商
園
、
以
致
-
-
其
意
「
所
下
以
週
二
賢
者
之
心
「
不
h

レ
使
=
翠
塞
一
也
、

儒
者
の
菅
侯
ハ
文
公
〉
は
曹
の
罪
を
謄
懲
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
し
か
し
衡
が
塗
を
か
さ
ず
、
義
丘
ハ
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、

ま
ず
衡
を
伐
っ
た
。
春
秋
は
こ
れ
を
書
し
て
「
膏
侯
侵
レ
曹
、
晋
侯
伐
レ
衡
」
と
。
も
し
侵
曹
と
伐
衛
と
が
連
績
し
て
矯
さ
れ
た
事
な
ら
ば
、
例

え
ば
「
侵
レ
梨
、
途
伐
レ
楚
」
(
傍
四
)
の
ご
と
く
、
途
で
接
績
す
る
の
が
遁
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
迭
を
用
い
な
い
の
は
、

「
習
を
侵
す
」

の
事
が

-32-

震
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
だ
矯
さ
れ
ざ
る
事
を
、
す
で
に
属
さ
れ
た
事
と
し
て

と
書
い
た
の
は
、
そ
の
本
意
の

「
菅
侯
侵
レ
曹
」

曹
を
侵
す
に
あ
る
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
矯
す
能
わ
ざ
り
し
そ
の
事
を
、
春
秋
が
矯
き
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
貫
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
(
よ
き
〉
意
志
を
、
理
念
の
世
界
H
春
秋
の
文
に
お
い
て
「
其
の
意
を
致
し
た
」
|
|
達
成
せ
し
め

た
の
で
あ
る
。

さ
き
の
鄭
伯
の
場
合
は
(
裟
七
〉
、
す
で
に
そ
の
事
に
着
手
し
た
が
完
了
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
意
を
致
し
て
上
に
「
成
事
の
文
」
を

な
し
、
下
に
「
不
成
事
の
貰
」
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
晋
侯
が
衡
を
ば
伐
っ
た
が
、
曹
を
侵
す
の
事
は
ま
だ
全
く
矯
さ

と
成
事
の
文
を
な
す
も
、
下
に
途
を
用
レ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
を
侵
す
の

れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
意
を
致
し
て
上
に

「
菅
侯
侵
レ
曹
」

事
が
ま
だ
帰
さ
れ
て
い
な
い
買
を
現
わ
し
た
の
で
あ
る
。

B
 
其
の
意
を
途
ぐ
ハ
円

菅
侯
「
曹
を
侵
す
」
は
、
そ
の
育
V
あ
り
て
そ
の
事
の
篤
さ
れ
ざ
り
し
場
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
己
れ
自
身
が
事
を
露
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ

主 主
‘i;. ;"~ 



た
。
も
し
人
を
し
て
行
な
わ
し
め
ん
と
し
て
、

そ
の
事
を
行
な
わ
し
め
る
能
わ
ざ
り
し
時
、
春
秋
は
い
か
に
し
て
そ
の
意
を
遂
行
せ
し
め
る
の

か
。
こ
れ
に
鹿
島え
る
の
が
「
其
の
意
を
途
ぐ
」

の
筆
法
で
あ
る
。

魯
の
文
公
は
公
孫
敷
を
京
師
に
使
い
せ
し
め
ん
と
し
た
。
が
、
公
孫
教
は
君
命
を
無
視
し
て
往
こ
う
と
も
し
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
を
春
秋

は
書
し
て
、

ゆ

タ

か

え

ル

〔
経
〕
公
孫
殻
如
-
-
京
師
「
不
レ
至
復
、
丙
民
、
奔
レ
菖
、

安
レ
居
不
レ
常
レ
行
、
故
議
使
レ
若
ニ
己
行
、
但
不
レ
至
還
一
爾
、
邸
己
行
、
省
ニ
道
レ
所
レ
至
乃
一吉
τ
復
、
如
レ
至
レ
黄
奏
、

〔
停
〕
不
レ
至
復
者
何
、
不
レ
至
復
者
、
内
僻
也
、
不
レ
可
レ
使
レ
往
也
、

〔注
〕

不
レ
可
レ
使
レ
往
則
其
言
レ
如
二
日
小
師

何
、
途
ニ
公
意
-
也
、

と

〔
注
〕
正
ニ
其
義
「
不
レ
使
エ
君
命
墾
塞
「

か
え

「
至
ら
ず
し
て
復
る
」
は
、
あ
た
か
も
中
途
ま
で
往
き
、
目
的
地
に
至
ら
ず
し
て
引
き
返
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、

」
れ
は
「
往
か
使

文
公
八
年

む
べ
か
ら
ざ
る
の
恥
を
議
ん
」
だ
表
現
で
あ
る
(
公
羊
議
疏
〉
。
も
し
-
異
質
往
き
中
途
か
ら
復

っ
た
の
な
ら
ば
、
例
え
ば
、

ゆ
ク

か
え
レ

l

公
子
途
如
レ
湾
、
至
レ
貰
乃
復
、

宣
公
八
年

い

か

え

「
至
り
し
所
を
道
い
、
乃
ち
復
る
と
言
う
」
の
が
、
春
秋
の
通
例
で
あ
る
。
従
っ
て
経
文
に
、
至
り
し
所
の
地
名
を
奉
げ
な
い
の

- 33-

の
ご
と
く
、

は
、
公
孫
敷
が
一
歩
も
往
か
な
か

っ
た
事
買
を
明
か
す
こ
と
と
な
る
。

ゆ
ク

公
孫
敷
は
京
師
に
往
か
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
「
如
ニ京
師
こ
と
室
一目
し
た
の
は
、
春
秋
が
「
文
公
の
意
を
遂
げ
」
さ
せ
た
の
で
あ
る
、
』

と
い

ゅ

う。

す
な
わ
ち
京
師
に
如
か
し
め
ん
と
し
た

「公
の
意
を
途
げ
」
さ
せ
る
た
め
、
春
秋
は
上
に

「如
二
尽
師
こ

「
不
レ
至
復
L

と
書
し
て
、
そ
の
事
を
行
な
わ
し
め
る
能
わ
ざ
り
し
貰
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

、
F
U

と
成
事
の
文
を
な
し
、

下
に

其
の
意
を
途
ぐ
伺

「
其
の
意
を
途
ぐ
」
の
筆
法
に
つ
い
て
は、

倦
公
二
十
八
年
に
も
説
か
れ
て
い
る。

菅
が
衛
を
伐

っ
た
(
倦
二
十
八
)
。
時
に
衝
は
楚
の
同
盟
国
、
魯
は
楚
と
婚
姻
を
結
ん
で
お

っ
た
。
そ
れ
で
、
魯
の
倦
公
は
衡
を
救
援
せ
ん
と
し

269 

て
、
公
子
買
に
往
き
て
衛
の
守
備
に
首
る
よ
う
命
じ
た
。
だ
が
菅
を
畏
れ
る
公
子
買
は
君
命
を
躍
し
て
往
か
な
か

っ
た
。

そ
れ
故
、
信
公
は
公
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子
買
を
殺
し
た
。
春
秋
は
こ
れ
を
書
し
て

〔経
〕
公
子
買
成
レ
街
、

不
レ
卒
レ
成
、
刺
レ
之

〔停
〕
不
レ
卒
レ
成
者
何
、

不
レ
卒
レ
成
者
、
内
辞
也
、

不
レ
可
レ
使
レ
往
也
、

〔注
〕
卸
往

骨
回
レ
言
ニ
成
レ
街
不
v
卒、

不
レ
可
レ
使
レ
往
則
其
言
レ
成
レ
衛
何
、
途
-
一
公
意
一
也
、

事
-
者
h

明
臣
不
レ
得
三
塑
ニ準

君

命

「

倦

公

二

十

八

年

「
附
り
を
斡
ず
」
と
は
、
公
子
買
を
往
か
し
め
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か

っ
た
の
を
誇
ん
で
、
あ
た
か
も
、

〔注
〕
使
二
臣
子
一不
レ
可
レ
使
、
恥
深
故
詩
、
使
レ
若
下
往
不
工
学
一
一覧

ー

ζ

。
起
き
」
表
現
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
貰
は
、
往
き
て
街
を
成
ら
し
め
る
能
わ
ざ
り
し
に

「
往
き
て
事
を
卒
寛、
ざ
る
者
の

「成
レ
衛
」

と
量
百
レ
た
の
は

春
秋
が

「信
公
の
意
を

遂
げ
」
さ
せ
た
の
で
あ
る

と
い
う。

以
上
、
纏
説
し
た
ご
と
く
、
そ
の
意
あ
り
て
そ
の
事
を
矯
せ
し
が
中
途
で
挫
折
し
た
場
合
(
際
公
の
議
閥
、
郷
伯
曾
に
如
く
)
、
そ
の
意
あ
る
も

そ
の
事
を
箆
す
能
わ
ざ
り
し
場
合
(
膏
侯
習
を
侵
す
)
、
そ
の
意
あ
る
も
そ
の
事
を
箆
さ
し
む
る
能
わ
ざ
り
し
場
合
(
公
孫
敷
京
師
に
如
く
、
公
子
買

衡
を
成
る
)
、
い
ず
れ
も
、
春
秋
は
「
其
の
意
を
成
し
」
「
其
の
意
を
致
し
」
「
其
の
意
を
遂
げ
」
さ
せ
る
。
事
の
挫
折
な
い
し
不
能
に
よ

っ
て

意
の
埋
設
を
恐
れ
る
春
秋
は
、
文
に
お
い
て
、
そ
の
意
を
達
成
途
行
せ
し
め
、
以
て
よ
き
意
志
の
債
値
性
を
明
誼
せ
ん
と
す
る
。
そ
れ
は
、
何

休
に
よ
る
と
、
「
其
の
意
を
起
し
て
其
の
賢
を
成
す
所
以
」
で
あ
り
(
隠
元
・
二
・
五
)
、
「
賢
者
の
心
を
達
す
る
所
以
」
で
あ
り
(
傍
二
八
・
襲
七
〉
、

-34 

ま
た
「
君
命
を
墾
塞
せ
し
め
ざ
る
」
所
以
と
さ
れ
る
(
文
八

・
億
二
八
)
。
公
羊
撃
の
君
臣
翻
や
園
家
論
、
賢
者
や
覇
者
に
謝
す
る
見
方
な
ど
に

い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
異
な
筆
法
と
論
理
は
、
行
震
に
お
け
る
事
の
成
否
や
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意

も
関
連
す
る
問
題
で
あ
ろ
う。

が、

を
極
度
に
重
覗
し
、

よ
き
意
志
を
顕
彰
せ
ん
と
す
る
立
場
の
所
産
で
あ
る
、

と
一
玄
え
よ
う
。

五

よ
き
意
志
リ
債
値
の
必
ず
達
成

・
途
行
せ
ら
れ
る
べ
き
を
験
詮
す
る
た
め
に
、
「
其
の
意
を
致
す
一

法
を
用
い
た
春
秋
は
、
あ
し
き
意
志
H
反
慣
値
の
必
ず
殻
防

・
禁
紹
さ
る
べ
き
を
主
張
し
て
、
ま
た
濁
特
の
論
理
を
提
起
す
る
(
形
式
的
に
は
離

(
其
の
意
を
成
す

・
其
の
意
を
途
ぐ
)
の
筆



制
に
惇
ら
な
い
、
い
わ
ば
適
法
行
矯
で
あ
っ
て
も
、
そ
乙
に
非
道
徳
的
な
動
機
や
心
情
を
混
え
る
場
合
、
春
秋
の
指
擁
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
ζ

と
は
、
も
は
や
論
ず
る

ー

ま
で
も
な
か
ろ
う
|
文
二

「公
子
途
如
レ
郷
納
L

幣
」
、
繁
露
玉
杯
参
照
。
乙
乙
で
は
君
父
獄
殺
の
C
と
き
甚
惑
な
も
の
に
つ
い
て
主
と
し
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
〉
。

A 

未
然
の
前
に
庇
す

隠
公
十
一
年

qHM切
・
ゎ
・
〉
、
魯
の
公
子
牽
は
、
隠
公
を
「
譲
園
の
意
な
し
」
と
議
言
し
、
桓
公
を
教
唆
し
て
こ
れ
を
試
殺
さ
せ
た
。

妖
小
る
に

春
秋
は
隠
公
四
年
に
、

、

〔
経
〕
秋
、
萱
帥
レ
師
曾
ニ
宋
公

・
陳
侯
・
察
人
・
衡
人
一
伐
レ
鄭
、

〔
停
〕
牽
者
何
、
公
子
牽
也
、
何
以
不
レ
稽
ニ
公
子
「
庭
、
局
矯
庭
、

輿
レ
試
ニ
(
鰹
)
公
一也、

〔注
〕
獄
者
、
殺
也
、
臣
殺
レ
君
之
僻
、
以
下
終
ニ
際
之
第
一
円
札
上
知
レ
輿
レ
祇
ニ
(
隠
)
公
-也、

ま
た
隠
公
十
年
に
お
レ
て
、

〔
経
〕

夏
、
牽
帥
レ
師
曾
-
一斉
人
・
鄭
人
一
伐
レ
宋
、

故
終
ニ
隈
(
公
)
之
篇
一
皮
也
、

〔
俸
〕
此
公
子
登
也
、
何
以
不
レ
稿
一
一
公
子
「
同
氏
、
易
矯
庭
、
隠
(
公
)
之
罪
人
也
、

〔
注
〕
嫌
下
上
一
陵
可
レ
移
-
-
於
他
一事一者
U

故
終
-一
際
之
第
一
陵
レ
之
、
明
潟
i

隠
庭
、
所
三
以
起
ニ
隠
之
罪
人
一
也
、
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隠
公
の
斌
殺
さ
れ
た
の
は
十
一
年
で
あ
る
の
に
、
春
秋
は
そ
れ
以
前
に
(
四
年
・
十
年
)
、
試
殺
に
闘
興
し
た
豪
を
務
め
庇
し
て
い
る
。

は
、
未
だ
然
ら
ざ
る
の
前
に
毘
す
る
の
筆
法
と
さ
れ
る
。

同
様
に
、
魯
の
公
子
慶
父
が
子
般
(
魯
の
荘
公

'の
子
、
未
除
年
の
君
)
を
試
し
た
の
は
、
荘
公
三
十
二
年

SSω
・
わ
し
で
あ
る
(
荘
三
二
、
関
元

公
羊
侍
〉
。
し
か
る
に
、
春
秋
は
、
は
や
荘
公
二
年
「
公
子
慶
父
、
師
を
帥
い
て
於
徐
丘
を
伐
つ
」
に
お
い
て
鹿
組
を
加
え
て
い
る
(
荘
二
徐
疏
〉。

こ
れ
も
ま
た
、

ー未
だ
然
ら
ざ
る
の
時
に
お
い
て
、

議
め
庇
す
る
の
筆
法
で
あ
る
。

例
え
ば
又
、
春
秋
は
線
位
の
世
襲
を
排
し
、
世
卿
を
否
認
す
る
ハ
昭
三
一
、
隠
三
、

宣
十
公
羊
侍
)
。

世
卿
は
人
材
登
庸
の
途
を
塞
、
ぎ
、
士
気
の
沈 れ

滞
・
官
界
の
腐
敗
を
招
き
、
そ
の
蹴
庖
は
や
が
て

「
君
の
威
檎
を
奪
い
」
廃
立
・
試
君
に
至
る
で
あ
ろ
う
(
際
三
、
億
二
五
何
休
注
)。
「
其
の
末
を

271 

疾
ん
で
、
其
の
本
を
正
さ
ん
L

と
す
る
春
秋
は
(
隠
三
、
倦
二
五
何
休
注
)
、
未
だ
然
ら
ざ
る
の
時
に
お
い
て
、
濠
め
教
戒
を
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

周
の
世
卿
の
苦
ノ氏
が
「
王
子
朝
を
立
つ
」
は
昭
公
二
十
三
年

3
5
∞-n・
)
で
あ
る
が
、
春
秋
は
遥
か
前
の
隠
公
三
年

qMO
∞-
P
〉
「
弔
ア
氏
卒
す
」
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に
お
い
て
、
後
め
予
氏
に
毘
紹
を
加
え
る
。

ま
た
「
斉
の
佳
崎
町
、
其
の
君
光
(
妊
公
)
を
獄
す
・
」

は
裏
公
二
十
五
年

(
E∞∞・
。
・
)
で
あ
る
が

宣
公
十
年

3
S∞
-
P
)
「商
用
の
雀
氏
、
街
に
出
奔
す
」
で
、
未
然
に
世
卿
の
雀
氏
を
隠
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
例
に
つ
い
て
は
鏡
大
析
も
、

必
有
-一其
漸
「
聖
人
随
レ
事
矯
レ
之
杜
ニ其
漸
「
隠
(
公
〉
之
棋
也
、
於
エ牽
帥
v
師
戒
レ
之
、
子
般
之
拭
也
、
於
=
一
公
子
慶
父
帥レ

師
伐
-一於徐
丘
一戒
レ之
、
此
大
夫
不
レ
得
レ
一
号
一
兵
柄
一
之
義
也、

手
氏
立
三
土
子
朝
「
在
ニ
昭
公
之
世
「
而
宝
百
二
予
氏
卒
於
隠
(
公
)
之
策
「
雀
釘

凡
纂
試
之
事
、

試
レ
君
、
在
ニ喪
公
之
世
「
而
主
百
二
崖
氏
奔
レ
街
於
宣
(
公
)
之
策
「
此
卿
不
レ
得
レ
世
之
義
也
、

と
、
そ
の
筆
法
に
言
及
し
て
い
る
。

四
間
研
堂
文
集

・
答
問

い
ず
れ
も
拭
君
(
腹
立
)
の
大
悪
を
犯
す
に
至

る
が
、
春
秋
は
そ
の
造
か
前
に
院
し
、
未
だ
然
わ
ざ
る
の
時
に
警
告
し
て
い
る
。
事
前
に
庇
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
其
の
慨
を
杜
、
ぎ
」

魯
の
公
子
牽

・
公
子
慶
父

・
周
の
芳
氏

・
斉
の
婦
問
担
げ
は

「
議
め
之

を
防
ぐ
」
ベ
き
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

みの
』
り

将
に
然
ら
ん
と
し
て
未
だ
形
わ
れ
ざ
る

の
時
に
於
て
す

ょ
っ
や

お
よ
そ
「
百
凱
の
源
は
み
な
嫌
疑
繊
徴
に
出
で
、
漸
寝
を
以
て
梢
く
長
じ
て
大
に
至
る
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
聖
人
は
「
そ
の
微
な
る
者

そ
の
織
な
る
者
を
紹
つ
」
と
い
う
(
繁
露
度
制
)
。
現
質
問
題
と
し
て
も
、

B 

を
別
か
ち
、

事
の
至
る
前
に
「
漸
寝
を
防
ぎ
」

「
微
細
を
紹
つ
」
が
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最
上
の
議
防
策
と
さ
れ
る
。
荘
公
十
八
年
に
、

〔
鰹
〕
夏
、
公
迫
-
一
戎
子
憐
西
「

〔
注
〕
以
レ
兵
逐
レ
之
日
レ
遁

〔
停
〕
此
未
レ
有
-一言
レ
伐
者
「

経
義
述
閥
云
、
言
字
後
人
所
レ
加
、
其
言
レ

追
何
、

大
下
其
寓
-
一
中
国
一
迫
ム
也
、

此
未
レ
有
下
伐
ニ中
園
一
者
h

則
其
言
下
矯
コ中
国
一
迫
ム
何
、
大
下
其
未
レ
至
而
議
禦
上
レ
之
也
、
其
言
一
一
子
済
西
一

何
、
大
レ
之
也

〔
注
〕
大
一
一
丞
除
レ
害
、
恩
及--済西一
也、

言一
レ
大
者
、
常
レ
有
ニ功
賞
一
也
、

魯
の
荘
公
が
武
力
を
も
っ
て
戎
を
駆
逐
し
た
。
そ
れ
は
、
未
だ
至
ら
ざ
る
戒
で
あ
り
、
侵
略
の
事
買
は
な
い
。

だ
が
公
羊
は
、
中
閣
の
た
め

に
「
未
だ
至
ら
ざ
る
に
強
め
之
を
禦
く
を
大
と
す
る
」
と
い
う
(
漢
書
辛
腹
忌
待
、
公
羊
通
義
)
。

こ
れ
は
、
い
ま
だ
至
ら
ざ
る
夷
秋
を
諌
め
討
伐
し
た
例
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
公
羊
説
は
、
そ
の
危
険
性
あ
り
て
未
だ
現
質
化
せ
ざ
る
の
時

に
お
い
て
、
務
め
之
を
禁
紹
す
る
を
善
と
す
る
(
桓
元
、
傍
十
七
何
休
注
)。
こ
の
立
場
は
、
春
秋
繁
露
に
(
注
は
蘇
輿
の
義
設
に
よ
る
。
一
文
の
解
稗



は
商
慣
曙
・
も
蘇
興
、と
異
な
ら
な
い
)
、

兵
巴
加
駕
、
乃
往
救
レ
之
則
弗
レ
美
、
塑
一
偽
之
役
二
未
レ
至
議
備
レ
之
則
美
レ
之
、
調
ニ済
西
之
役
「
善
エ
其
救
レ

申告
之
先
一
也
、
夫
救
蚤
而

先
レ
之
、

蚤
疑
作
レ
害
、
則
害
無
ニ
由
起
「
而
天
下
無
レ
害
失
、
・
然
則
観
ニ物
之
動
「
而
先
畳
ニ
其
萌
「

坦
レ胤
塞
レ
害
、
於
ニ終
レ
然
而
未
レ
形
之

時

「

春

秋

之

志

也

、

繁

露

・
仁
義
法

「
斉
人
が
魯
の
西
部
を
侵
し
」
、

信
公
が
「
斉
師
を
迫

っ
て
衡
に
至
つ
」
た
の
が
、

い
わ
ゆ
る
瀦
の
役
で
あ
る

(
億
二
寸
六
)
。
そ
れ
は
、
稿
用
の

兵
甲
が
す
で
に
魯
を
侵
し
、
然
る
後
に
迫
撃
し
た
の
で
、
春
秋
は
善
と
せ
ず
。

い
，ま
だ
戎
兵
が
至
ら
ざ
る
に
、
荘
公
が

あ・り

「
特
に
然
ら
ん
と
し
て
未
だ
形
わ
れ
ざ
る
L

し
か
し
酒
西
の
役
は
、

議
め
こ
れ
を
駆
逐
し
た
。

「
患
を
思
い
て
諌
め
之
を
防
ぎ
」

去
す
る
は
、
春
秋
の
善
と
す
る
所
で
あ
る
、
と
い
う
。

(
繁
露
・
倫
序
〉
、

の
時
に
繭
害
を
除

夫
寛
ニ
求
微
細
於
無
レ
端
之
虞
「
誠
知
-
寸
小
之
終
レ
矯
レ
大
也
、
徴
之
M
F矯
レ
著
也
、

微
細
を
「
冥
冥
に
観
、
無
撃
に
聴
き
」
「
物
動
き
て
そ
の
化
を
知
り
、

事
輿
り
て
そ
の
婦
を
知
る
」
が
賢
智
と
し
て
要
請
さ
れ
る
(
繁
露
・
王
道
・

あ
・』ツ

公
羊
撃
が
将

l
l
将
に
然
ら
ん
と
し
て
未
だ
形
わ
れ
ざ
る
|
|
の
時
に
、

繁
露
・
ニ
鮒
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必
仁
且
智
)
。

「
微
細
を
組
つ
」
ベ
き
を
主
張
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ

の
主
張
は
、
春
秩
二
百
四
十
二
年
の
う
ち
、
獄
君
三
十
六

・
亡
園
五
十
一、一は
、
す
べ
て
微
細
を
未
然
に
根
組
せ
ざ
る
に
由
来
す
る
、

認
識
に
裏
づ
け
ら
れ
(
繁
露
・
度
制

・
照
禽
〉、
「
終
を
諒
す
」
の
特
異
な
論
理
に
進
展
す
る
。

将
す
れ
ば
議
す
ハ
円

と
の
歴
史

C 

勝
(
ま
さ
に
せ
ん
と
す
〉
を
禁
紹
す
ベ
し
の
主
張
は
、
と
く
に
君
親
の
棋
殺
を
め
ぐ

っ
て
尖
鋭
な
表
現
と
な
る
。

春
秋
之
義
、
君
親
無
レ
将
、
将
而
必
談
、
型
掛
醐
論
晃
錯
、
論
衡
恢
圏
、
漢
書
室
賢
停
、
後
漢
書
焚
儒
停

「
君
親
に
は
絡
に
せ
ん
と
す
る
な
し
、
絡
に
せ
ん
と
す
れ
ば
必
ず
訴
す
」
|
|
君
や
親
に
謝
し
て
は
殺
害
の
念
を
い
だ
く
だ
け
で
も
設
す
る
、

と
。
こ
れ
は
、
む
ろ
ん
、
公
羊
侍
(
荘
三
二
、
岡
元
〉
の
文
で
あ
る
。
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魯

占占
桓隠
公公

「寸~I-}
公公公@
子子子荘
友牙慶公
(父 1

季|
子 l

L 1. 
池::<1:
関般
/，¥. 
品主、

荘
公
三
十
二
年
に
よ
る
と
、
魯
の
荘
公
の
病
あ
っ
き
と
き

(
荘
公
の

死
は
三
二
年
八
月
)
、

公
子
牙
は
世
子
の
般
を
試
し
て
公
子
慶
父
を
立
て

ょ
う
と
す
る
謀
略
を
い
だ
レ
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
季
子
は
、
公
子
牙
を

〔
停
〕
上
略

公
子
牙
今
将
爾
、

〔
注
〕
今
将
レ
欲
レ
殺

辞
局
矯
輿
ニ
親
拭
者
一
問
、

諒
殺
し
た
(
一
一
三
年
七
月
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
公
羊
は
俸
を
費
し
て
日
く
、

君
親
無
レ
将
、
将
而
訣
レ
膏
、

〔
注
〕
親
、
弱
親
也
、

〔
注
〕
親
内
父
母
、

荘
公
三
十
二
年

〔
停
〕
上
略

殺
ニ
公
子
牙
一
今
将
爾
、
季
子
不
レ
菟
、
中
路

終
而
不
レ
菟
、
遁
レ
悪
也
、

義
疏
目
、
言
レ
将
者
、
事
未
レ
形
而
意
先
至

故
殺
レ
之

以
紹
ニ
其
蔚
「
所
二
以
止
一
レ
乱
也

関
公
元
年
・
二
年

あ
句
切

「
事
い
ま
だ
形
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公
子
牙
は
「
今
、
特
に
せ
ん
と
す
る
の
み
」
|
|
特
に
君
を
試
せ
ん
と
欲
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
将
(
ま
さ
に
せ
ん
と
す
)
と
は
、

わ
れ
ず
し
て
意
ま
ず
至
る
」
の
段
階
で
あ
る
。
持
|
内
的
意
志
の
み
に
す
ぎ
な
い
公
子

Z、
既
に
み
ず
か
ら
君
を
試
し
た
者
l

貰
行
し

た
場
合
と
同
列
に
扱
う
の
は
、
君
と
親
と
に
謝
し
て
は
将
す
ら
必
読
す
る
春
秋
の
義
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
。

春
秋
の
義
を
享
乏
の
は
、
君
臣
、
父
子
の
道
徳
に
謝
す
る
不
可
侵
的
な
巌
格
主
義
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
不
可
侵
性
を
固
守
す
る
た
め

「
悪
を
匙
め
ん
と
な
り
」
。
公
子
牙
の
将
(
ま
さ
に

の
護
想
と
論
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
秋
が
君
と
親
と
に
謝
す
る
将
を
必
読
す
る
の
は

せ
ん
と
す
る
の
み
〉

H
意
志
に
訴
を
加
え
た
、
季
子
の
虞
置
が
是
認
さ
れ
る
の
は
、

「
そ
の
萌
を
紹
つ
L

こ
と
に
よ
っ
て
、

不
鮮
事
を
未
だ
然
ら

ざ
る
の
前
に
防
止
せ
ん
と
し
た
が
た
め
で
あ
る

と
い
う
。

D
 

特
H
事
い
ま
だ
腕
わ
れ
ず
し
て
意
ま
ず
至
る
を
諒
し
て
、
悪
け
は
け
反
債
値
を
未
然
に
禁
紹
す
ベ
し
の
立
場
は
、
昭
公
元
年
に
、

持
す
れ
ば
訣
す

ω

よ
り
明
確
な
形

で
再
論
さ
れ
る
。

陳
の
公
子
招
が
世
子
の
橿
師
を
殺
し
た
の
は
、

昭
公
八
年
(
印
ω
白
・
。
・
)
の
こ
と
で
あ
る
。

A
V
F
-

、、、品、

宇
h

・4μ

」
の
た
め
に
公
子
招
は
昭
公
元
年
で
諜



め
鹿
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
、
公
羊
俸
は
衣
の
ご
と
く
説
く
。

〔
経
〕
叔
孫
豹
曾
ニ
菅
越
武
・
衛
石
悪
・
陳
公
子
招
・
許
人
・
曹
人
子
部
「

〔
俸
〕
此
陳
侯
之
弟
招
也
、
何
以
不
レ
稿
レ
弟
、
夜
、
昌
矯
庭
、

矯
レ
殺
二
世
子
僅
師
一
庭
、
目
、
「
陳
侯
之
弟
招
、
殺
ニ陳
世
子
僅
師
「」
大
夫
相
殺
稽
レ
人
、
此
其
稽
ニ
名
氏
一
以
殺
何
、
言
レ
将
ニ
自
レ
是
棋
τ
君
也
、

〔
注
〕
明
ニ
其
欲
v
獄
レ
君
、
故
令
下
輿
-
訟
レ
君
而
立
者
一
同
も
文
、

今
終
爾
、
詞
目
旬
矯
奥
ニ
親
拭
者
一向
、
君
親
無
レ
将
、
将
而
必
訣
駕
、

世
子
(
嫡
子
〉
は
君
の
副
露
で
あ
る
。
世
子
値
師
を
殺
し
た

(悶
公
八
年〉

こ
と
か
ら
し
て
、
公
子
招
に
「
君
を
試
せ
ん
と
す
る
心
」
あ
る
は
明

昭
公
元
年

ら
か
と
な

っ
た
(
昭
元
徐
疏
)
。
「
君
を
試
せ
ん
と
す
る
心
」
あ
る
が
故
に
|
|
大
夫
相
殺
は
人
を
稽
す
る

荘
二
二
)
を
通
例
と
す
る
が
|
|
八
年
に
春
秋
は
「
経
、
陳
侯
の
弟
招
、

(
例
え
ば
、
陳
人
殺
-
『
其
公
子
禦
窓
「
|

君
を
試
し
て
立

っ
た
者
と
同
じ
表
現

を
用
い
た
。
「
終
に
(
君
を
棋
〉
せ
ん
と
す
る
の
み
」
に
す
ぎ
な
い
者
を
、
既
に
み
ず
か
ら
君
を
試
し
た
者
と
同
一
視
す
る
の
は
、
「
君
親
無
レ

陳
の
世
子
僅
師
を
殺
す
」
と
、

持
、
将
而
必
訣
L

の
春
秋
の
義
に
よ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
昭
公
八
年
に
、
公
子
招
が
世
子
を
殺
し
た
こ
と
か
ら
、

「
終
に
君
を
試
せ
ん
と

欲
す
」

H
将
と
推
断
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
終

(ま
さ
に
せ
ん
と
す
る

)
H
意
志
に
封
し
て
、

「
将
す
れ
ば
必
設
す
」

の
原
則
の
も
と
、
昭
公
元
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年
に
お
い
て
、
環
め
公
子
招
に
庭
紹
を
加
え
た
わ
け
で
あ
る
。

あ
e
勺

将
H

「
事
い
ま
だ
形
わ
れ
ず
し
て
意
ま
ず
至
る
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
必
諒
じ
、
あ
し
き
意
志
H
反
債
値
は
「
終
に
然
ら
ん
と
し
て
未
だ
形

わ
れ
ざ
る
の
時
に
」
諌
め
鹿
紹
す
べ
き
を
説
く。

た
ず

り
、
「
心
を
原
ね
て
罪
を
定
め
る
」
立
場
の
徹
底
と
も
見
ら
れ
よ
う
e

し
か
し
こ
れ
も
、
よ
き
意
志
H
債
値
は
ー
ー
そ
の
意
さ
え
あ
れ
ば
そ
の
事
は

な
さ
れ
な
く
と
も
|
|
「
其
の
意
を
致
し
(
其
の
意
を
成
し
・
其
の
意
を
遂
げ
)
L
て
顕
彰
す
あ
筆
法
と
、
論
理
的
に
は
封
偶
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う。

行
馬
事
質
に
か
か
わ
り
な
く
内
部
心
意
の
み
を
問
題
視
す
る
、

春
秋
の
論
断
の
究
極
で
あ

....... 
J¥ 

行
震
の
外
的
事
買
に
か
か
わ
り
な
く
、

m
義
・
主
観
主
義
と
し
て
は
徹
底
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
公
羊
撃
の
論
断
も
、

内
部
意
志
を
重
ん
じ
、

」
れ
を
唯
一
の
根
壊
と
し
て
行
震
の
善
悪
を
評
慣
す
る
な
ら
ば
、
動
機
主

」
の
段
階
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、

と
く
に
異
と
す
る
に
た
ら
ぬ
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判
断
方
式
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
公
羊
の
そ
れ
は
、
動
機
の
純
不
純
・
意
志
の
有
無
を
審
蕨
し
て
「
其
の
意
の
如
く
」
に
書
す
る
に
と
ど
ま
ら

な
か

っ
た
。
そ
の
意
あ
り
て
、
そ
の
世
帯
の
挫
折
し
た
り
矯
さ
れ
ざ
り
し
時
、
あ
る
い
は
矯
す
能
わ
ざ
り
し
場
合
、
春
秩
は
筆
法
に
よ

っ
て
「
其

の
意
を
成
し
L

「
其
の
意
を
致
し
」
「
其
の
意
を
遂
げ
」
し
め
る
、
と
い
う
。
よ
き
意
志
の
存
在
と
債
値
性
の
明
設
の
た
め
に
は
、
現
貨
に
は

中
断
や
不
能
の
行
矯
を
も
、
春
秋
の
文
に
お
い
て
貫
現
・
完
成
せ
し
め
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
よ
き
意
志
を
重
視
し
、
顕
彰
せ

あ
・」り

ん
と
す
る
要
求
は
激
烈
で
あ
る
。
他
方
、
あ
し
き
意
志
日
反
債
値
は
未
然
に
授
紹
す
べ
き
を
説
き
、

「
将
に
然
ら
ん
と
し
て
未
だ
形
わ
れ
ざ
る

の
時
に
L

竣
防
す
る
を
最
上
と
し
、
仲
村
(
ま
さ
に
せ
ん
と
す

)
H
「
事
い
ま
だ
形
わ
れ
ず
し
て
意
ま
ず
至
る
」
を
必
読
す
ベ
し
、
と
主
張
す
る
。

意
志
の
極
度
の
重
腕
が
生
ん
だ
特
異
な
論
理
に
は
、
識
緯
説
の
影
響
を
看
過
で
き
な
い
。
前
漢
の
董
仲
鮮
か
ら
後
漢
末
の
何
休
に
至
る
、
公

羊
撃
の
展
開
と
屈
折
に
は
、
強
言
的
な
識
緯
説
、
な
か
ん
ず
く
、
未
だ
然
る
の
前
を
論
ず
る
災
異
思
想
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
介
在
す
る
(
詳
細
は
他

稿
に
ゆ
ず
る
)
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
矯
に
お
け
る
意
志
の
み
を
問
題
視
す
る
判
断
は
、
純
理
的
に
も
、
自
由
意
志
を
前
提
と
す
る
。
強
制
か
ら
の
自
由
は
無

論
の
こ
と
、
選
揮
意
志
と
し
て
の
自
由
が
必
須
要
件
で
あ
る
。
二
疋
の
知
性
と
判
断
能
力
を
も
ち
、
選
揮
意
志
の
自
由
を
有
す
る
人
格
|
|
そ

一
般
者
の
道
徳

-40-

れ
は
民
(
冥
〉
で
は
な
い
。
公
羊
撃
の
倫
理
思
想
は
、
民
か
ら
土
大
夫
ま
で
人
間
一
般
を
封
象
と
し
な
い
。
な
べ
て
儒
家
は
、

を
説
く
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
土
大
夫
と
庶
民
を
直
別
す
る
。
す
く
な
く
と
も
公
羊
撃
は
、
士
大
夫
と
庶
民
と
を
同
組
し
て
一
様
の
道
徳

を
課
す
る
こ
と
は
、

し
な
.
ぃ
。
公
羊
が
自
由
意
志
を
前
提
と
し
て
、
意
志
の
あ
り
方
を
巌
し
く
追
求
す
る
の
は
、
士
大
夫
の
遭
徳
と
し
て
で
あ

る
。
支
配
の
座
に
つ
い
た
土
人
階
級
へ
の
道
義
的
要
請
と
し
て
で
あ
る
。

中
閣
の
倫
理
思
想
で
、
動
機
や
意
圃
を
問
わ
ず
可
見
的
な
結
果
を
重
ん
じ
、
客
観
的
事
質
を
根
壊
に
論
断
す
る
立
場
の
代
表
は
、
韓
非
子
流

の
法
家
で
あ
ろ
う
。
法
質
讃
主
義
的
な
そ
の
論
断
の
封
極
は
、
強
レ
て
求
め
る
な
ら
ば
、
儒
教
の
倫
理
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
の
な
か
で
、

最
も
尖
鋭
な
の
は
公
羊
で
あ
る
。
客
観
的
事
買
や
結
果
を
全
く
無
視
し
て
、
内
的
心
意
の
み
を
一
方
的
に
追
求
す
る
判
断
方
式
は
、
他
の
経
停

に
み
ら
れ
な
い
、
公
羊
倫
理
の
特
色
で
あ
ろ
う
。


